
長門市告示第 116 号 

令和８年６月長門市議会定例会を次のとおり招集する。  

令和８年６月２日 

                  長門市長 江 原 達 也 

 

１ 日時 令和８年６月 12 日 午前９時 30 分  

２ 場所 長門市議会議事堂  

３ 付議事件 

議案  

第１号 令和８年度長門市一般会計補正予算（第１号） 

第２号 令和８年度長門市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）  

第３号 長門市行政手続条例の一部を改正する条例  

第４号 長門市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例  

第５号 長門市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例及び長門市水道

事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  

第６号 長門市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する条例

及び長門市家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例  

第７号 市の区域内の字の区域の変更について  

第８号 専決処分の承認について（長門市税条例の一部を改正する条例）  

第９号 長門市固定資産評価員の選任について  

第 10 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 11 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 12 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 13 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 14 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 15 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 16 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 17 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 18 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 19 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 20 号 長門市農業委員会委員の任命について  



第 21 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 22 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 23 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 24 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 25 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 26 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 27 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 28 号 長門市農業委員会委員の任命について  

 

報告  

第１号 令和７年度長門市一般会計予算に係る繰越明許費繰越計算書の報告に

ついて 

第２号 令和７年度長門市水道事業会計予算に係る建設改良費繰越計算書の報

告について 

第３号 令和７年度長門市下水道事業会計予算に係る建設改良費繰越計算書の

報告について 

第４号 公益財団法人長門市文化振興財団の経営状況について  

第５号 一般社団法人アグリながとの経営状況について  



 

 

令和 8 年 6 月 

 

長門市議会定例会 

議 案 



目  次 

議案  

第１号 令和８年度長門市一般会計補正予算（第１号）  

第２号 令和８年度長門市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）  

第３号 長門市行政手続条例の一部を改正する条例 

第４号 長門市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例  

第５号 長門市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例及び長門市水道

事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  

第６号 長門市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する条例

及び長門市家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例  

第７号 市の区域内の字の区域の変更について  

第８号 専決処分の承認について（長門市税条例の一部を改正する条例）  

第９号 長門市固定資産評価員の選任について  

第 10 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 11 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 12 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 13 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 14 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 15 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 16 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 17 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 18 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 19 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 20 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 21 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 22 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 23 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 24 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 25 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 26 号 長門市農業委員会委員の任命について  



第 27 号 長門市農業委員会委員の任命について  

第 28 号 長門市農業委員会委員の任命について  

 

報告  

第１号 令和７年度長門市一般会計予算に係る繰越明許費繰越計算書の報告に

ついて 

第２号 令和７年度長門市水道事業会計予算に係る建設改良費繰越計算書の報

告について 

第３号 令和７年度長門市下水道事業会計予算に係る建設改良費繰越計算書の

報告について 

第４号 公益財団法人長門市文化振興財団の経営状況について  

第５号 一般社団法人アグリながとの経営状況について  



議案第３号 

長門市行政手続条例の一部を改正する条例 

令和８年６月 12 日提出 

長門市長 江 原 達 也  

 

長門市行政手続条例の一部を改正する条例 

 長門市行政手続条例 (平成 17 年長門市条例第 11 号)の一部を次のように改正す

る。 

改正後 現行  

 

本則  

 

本則  

第 3 章 不利益処分  第 3 章 不利益処分  

第 2 節 聴聞 第 2 節 聴聞 

(聴聞の通知の方式) 

第 15 条 (略) 

(聴聞の通知の方式) 

第 15 条 (略) 

2 (略) 2 (略) 

3 行政庁は、不利益処分の名宛人と

なるべき者の所在が判明しない場合

においては、第 1 項の規定による通

知を、公示の方法によって行うこと

ができる。           

                

                

         

3 行政庁は、不利益処分の名宛人と

なるべき者の所在が判明しない場合

においては、第 1 項の規定による通

知を、その者の氏名、同項第 3 号及

び第 4 号に掲げる事項並びに当該行

政庁が同項各号に掲げる事項を記載

した書面をいつでもその者に交付す

る旨を当該行政庁の事務所の掲示場

に掲示することによって行うことが

できる。この場合においては、掲示

を始めた日から 2 週間を経過したと

きに、当該通知がその者に到達した

ものとみなす。  

4 前項の公示の方法による通知は、

不利益処分の名宛人となるべき者の

氏名、第 1 項第 3 号及び第 4 号に掲

げる事項並びに当該行政庁が同項各

号に掲げる事項を記載した書面をい

つでもその者に交付する旨 (以下この

項において「公示事項」という。 )を

規則で定める方法により不特定多数

の者が閲覧することができる状態に

置くとともに、公示事項が記載され

た書面を当該行政庁の事務所の掲示

場に掲示し、又は公示事項を当該事

務所に設置した電子計算機の映像面

に表示したものの閲覧をすることが

できる状態に置く措置をとることに

(新設) 



よって行うものとする。この場合に

おいては、当該措置を開始した日か

ら 2 週間を経過したときに、当該通

知がその者に到達したものとみな

す。  

(代理人) 

第 16 条 前条第 1 項の通知を受けた

者(同条第 4 項後段の規定により当該

通知が到達したものとみなされる者

を含む。以下「当事者」という。 )

は、代理人を選任することができ

る。  

(代理人) 

第 16 条 前条第 1 項の通知を受けた

者(同条第 3 項後段の規定により当該

通知が到達したものとみなされる者

を含む。以下「当事者」という。 )

は、代理人を選任することができ

る。  

2～4 (略) 2～4 (略) 

(続行期日の指定) 

第 22 条 (略) 

(続行期日の指定) 

第 22 条 (略) 

2 (略) 2 (略) 

3 第 15 条第 3 項及び第 4 項の規定

は、前項本文の場合において、当事

者又は参加人の所在が判明しないと

きにおける通知の方法について準用

する。この場合において、同条第 3

項及び第 4 項中「不利益処分の名宛

人となるべき者」とあるのは「当事

者又は参加人」と、同項中「   

              と

き」とあるのは「        

         とき(同一の当事

者又は参加人に対する 2 回目以降の

通知にあっては、当該措置を開始し

た日の翌日)」と読み替えるものとす

る。  

3 第 15 条第 3 項     の規定

は、前項本文の場合において、当事

者又は参加人の所在が判明しないと

きにおける通知の方法について準用

する。この場合において、同条第 3

項     中「不利益処分の名宛

人となるべき者」とあるのは「当事

者又は参加人」と、   「掲示を

始めた日から 2 週間を経過したと

き」とあるのは「掲示を始めた日か

ら 2 週間を経過したとき(同一の当事

者又は参加人に対する 2 回目以降の

通知にあっては、掲示を始めた日の

翌日)」と読み替えるものとする。  

第 3 節 弁明の機会の付与  第 3 節 弁明の機会の付与  

(聴聞に関する手続の準用) 

第 29 条 第 15 条第 3 項及び第 4 項並

びに第 16 条の規定は、弁明の機会

の付与について準用する。この場合

において、第 15 条第 3 項中「第 1

項」とあるのは「第 28 条」と、同

条第 4 項中「第 1 項第 3 号及び第 4

号」とあるのは「第 28 条第 3 号」

と、第 16 条第 1 項中「前条第 1

項」とあるのは「第 28 条」と、

「同条第 4 項後段」とあるのは「第

29 条において準用する第 15 条第 4

項後段」と読み替えるものとする。  

(聴聞に関する手続の準用) 

第 29 条 第 15 条第 3 項及び    

  第 16 条の規定は、弁明の機会

の付与について準用する。この場合

において、第 15 条第 3 項中「第 1

項」とあるのは「第 28 条」と、

「同項第 3 号及び第 4 号」とあるの

は「同条第 3 号」と、第 16 条第 1

項中「前条第 1 項」とあるのは「第

28 条」と、「同条第 3 項後段」とあ

るのは「第 29 条において準用する

第 15 条第 3 項後段」と読み替える

ものとする。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。  



(施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行する。  

(経過措置) 

２ この条例による改正後の長門市行政手続条例 (以下この項において「新条例」

という。)第 15 条第 3 項及び第 4 項(これらの規定を新条例第 22 条第 3 項(新条

例第 25 条後段において準用する場合を含む。 )及び第 29 条において読み替えて

準用する場合を含む。 )の規定は、この条例の施行の日以後にする通知について

適用し、同日前にした通知については、なお従前の例による。



議案第４号  

長門市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

令和８年６月 12 日提出  

長門市長 江 原 達 也  

 

長門市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

長門市職員等の旅費に関する条例 (平成 17 年長門市条例第 53 号)の一部を次のよ

うに改正する。  

改正後  現行  

 

本則  

 

本則  

第 1 章 総則  第 1 章 総則  

(転居費) 

第 18 条 転居費は、赴任に伴う転居

に要する費用（第 20 条第 1 項第 1

号又は第 2 号に規定する場合の家族

の転居に要する費用を含む。）と

し、その額は、転居の実態を勘案し

て次に掲げる方法により算定される

額とする。ただし、旅行命令権者が

次の各号のいずれかの運送のみでは

旅行することが困難と認めるとき

は、現に運送を行った各号の規定に

より算定した額の合計額とする。  

(転居費) 

第 18 条 転居費は、赴任に伴う転居

に要する費用（第 20 条第 1 項第 1

号又は第 2 号に規定する場合の家族

の転居に要する費用を含む。）と

し、その額は、転居の実態を勘案し

て次に掲げる方法により算定される

額とする。           

                

                

                

                

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略) 

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動

車若しくは道路運送法第 80 条第 1

項の許可を受けて業として有償で

貸し渡す自家用自動車その他これ

らに類するものを利用して家財の

運送を行う場合には、当該運送に

要する額を転居費の額とする方

法。ただし、当該運送に要する額

が運送業者に依頼したものとして

取得した見積額を超えるときは、

当該額とする(この項に規定する現

に運送を行った各号の規定により

算定した額を合計する場合であっ

て、第 1 号の規定により算定した

額と合計するときは、この限りで

はない。)。  

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動

車若しくは道路運送法第 80 条第 1

項の許可を受けて業として有償で

貸し渡す自家用自動車その他これ

らに類するものを利用して家財の

運送を行う場合には、当該運送に

要する額を転居費の額とする方

法。ただし、当該運送に要する額

が運送業者に依頼したものとして

第 1 号の規定に算定した額を超え

るときは、当該額とする    

               

               

               

               

           。  

2・3 (略)  2・3 (略)  



備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。  

   附 則  

(施行期日) 

１ この条例は、令和８年 10 月１日から施行する。  

(経過措置) 

２ この条例による改正後の規定 (以下「改正後の規定」という。 )は、この条例の

施行の日(以下「施行日」という。 )以後に長門市職員等の旅費に関する条例 (以

下「旅費条例」という。)第２条第１項第１号に規定する旅行命令権者が旅費条

例第４条第１項に規定する旅行命令等を発する旅行及び退職、免職 (罷免を含

む。)、失職若しくは休職(以下「退職等」という。)した場合又は死亡した場合

において旅費条例第３条第２項の規定により旅費を支給する旅行について適用

し、施行日前に旅行命令権者が旅行命令等を発した旅行及び退職等となった場合

又は死亡した場合において同項の規定により旅費を支給する旅行については、な

お従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令権者が旅行命令等を発し、か

つ、施行日以後に旅行命令権者が旅費条例第４条第３項の規定により当該旅行命

令等を変更する旅行については、改正後の規定は、当該旅行のうち当該変更の日

以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間

に対応する分については、なお従前の例による。  

３ 前項の規定によりなお従前の例によることとされる旅行について、施行日以後

に旅費条例第３条第５項に規定する旅費の支給が生じた場合の金額の算定は、な

お従前の例による。  



議案第５号 

 長門市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例及び長門市水道事業及び下

水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  

  令和８年６月 12 日提出  

長門市長 江 原 達 也  

 

長門市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例及び長門市水道事業及

び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  

（長門市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正）  

第１条 長門市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和２年長門市条

例第２号）の一部を次のように改正する。  

改正後 現行 

 

本則  

 

本則  

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、地方自治法（昭

和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 2

の 8 第 1 項の規定に基づき、市長若

しくは委員会の委員若しくは委員又

は職員（同法第 243 条の 2 の 9 第 3

項の規定による賠償の命令の対象と

なる者を除く。以下「市長等」とい

う。）の市に対する損害を賠償する

責任の一部の免責について必要な事

項を定めるものとする。  

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、地方自治法（昭

和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 2

の 7 第 1 項の規定に基づき、市長若

しくは委員会の委員若しくは委員又

は職員（同法第 243 条の 2 の 8 第 3

項の規定による賠償の命令の対象と

なる者を除く。以下「市長等」とい

う。）の市に対する損害を賠償する

責任の一部の免責について必要な事

項を定めるものとする。  

(損害賠償責任の一部免責) 

第 2 条 市長等の市に対する損害を賠

償する責任は、市長等が職務を行う

につき善意でかつ重大な過失がない

ときは、当該市長等が賠償の責任を

負う額から、地方自治法施行令（昭

和 22 年政令第 16 号）第 173 条の 5

第 1 項第 1 号に規定する普通地方公

共団体の長等の基準給与年額に、次

の各号に掲げる市長等の区分に応

じ、当該各号に定める数を乗じて得

た額を控除して得た額について免れ

るものとする。  

(損害賠償責任の一部免責) 

第 2 条 市長等の市に対する損害を賠

償する責任は、市長等が職務を行う

につき善意でかつ重大な過失がない

ときは、当該市長等が賠償の責任を

負う額から、地方自治法施行令（昭

和 22 年政令第 16 号）第 173 条の 4

第 1 項第 1 号に規定する普通地方公

共団体の長等の基準給与年額に、次

の各号に掲げる市長等の区分に応

じ、当該各号に定める数を乗じて得

た額を控除して得た額について免れ

るものとする。  

(1)～(4) (略 )  (1)～(4) (略 )  

備考  改正箇所は、下線が引かれた部分である。  



 （長門市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正）  

第２条 長門市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成 17 年長門市

条例第 189 号）の一部を次のように改正する。  

改正後 現行 

 

本則  

 

本則  

(議会の同意を要する賠償責任の免

除) 

第 8 条 法第 34 条において準用する

地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)

第 243 条の 2 の 9 第 8 項の規定によ

り、上下水道事業の業務に従事する

職員の賠償責任の免除について議会

の同意を得なければならない場合

は、当該賠償責任に係る賠償額が 10

万円以上である場合とする。  

(議会の同意を要する賠償責任の免

除) 

第 8 条 法第 34 条において準用する

地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)

第 243 条の 2 の 8 第 8 項の規定によ

り、上下水道事業の業務に従事する

職員の賠償責任の免除について議会

の同意を得なければならない場合

は、当該賠償責任に係る賠償額が 10

万円以上である場合とする。  

 備考  改正箇所は、下線が引かれた部分である。  

附 則 

 この条例は、令和８年９月 24 日から施行する。  



議案第６号 

 長門市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例及び長門市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例  

  令和８年６月 12 日提出  

長門市長 江 原 達 也  

 

長門市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例及び長門市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例  

（長門市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部改正） 

第１条 長門市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成 26 年長門市条例第 23 号）の一部を次のように改正する。  

改正後 現行  

目次  目次  

第 1 章・第 2 章 (略) 第 1 章・第 2 章 (略) 

第 3 章 特定地域型保育事業の運営

に関する基準 

第 3 章 特定地域型保育事業の運営

に関する基準 

第 1 節・第 2 節 (略) 第 1 節・第 2 節 (略) 

第 3 節 特例地域型保育給付費に

関する基準(第 51 条－第 52 条) 

第 3 節 特例地域型保育給付費に

関する基準(第 51 条・第 52 条) 

第 4 章 (略) 第 4 章 (略) 

附則  附則  

 

本則  

 

本則  

第 1 章 総則 第 1 章 総則 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。  

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。  

(1)～(5) (略 )  (1)～(5) (略 )  

(6) 満 3 歳未満小規模保育事業 児

童福祉法第 6 条の 3 第 10 項に規

定する小規模保育事業（同項第 3

号に掲げる事業を除く。）をい

う。  

(6) 小規模保育事業 児童福祉法第

6 条の 3 第 10 項に規定する小規

模保育事業           

      をいう。 



(6)の 2 満 3 歳以上限定小規模保育

事業 児童福祉法第 6 条の 3 第

10 項に規定する小規模保育事業

（同項第 3 号に掲げる事業に限

る。）をいう。  

(新設) 

(7)～(11) (略 )  (7)～(11) (略 )  

(11)の 2 教育認定子ども 法第 27

条第 1 項に規定する教育認定子ど

もをいう。 

(新設) 

(11)の 3 満 3 歳以上保育認定子ど

も 法第 27 条第 1 項に規定する

満 3 歳以上保育認定子どもをい

う。  

(新設) 

(11)の 4 保育認定子ども 法第 29

条第 3 項に規定する保育認定子ど

もをいう。 

(新設) 

(12)～(29) (略)  (12)～(29) (略)  

第 2 章 特定教育・保育施設の

運営に関する基準  

第 2 章 特定教育・保育施設の

運営に関する基準  

第 2 節 運営に関する基準  第 2 節 運営に関する基準  

(正当な理由のない提供拒否の禁止

等) 

第 6 条 (略) 

(正当な理由のない提供拒否の禁止

等) 

第 6 条 (略) 

2 特定教育・保育施設（認定こども

園又は幼稚園に限る。以下この項に

おいて同じ。）は、利用の申込みに

係る法第 19 条第 1 号に掲げる小学

校就学前子ども及び当該特定教育・

保育施設を現に利用している教育認

定子どもの総数が、当該特定教育・

保育施設の同号に掲げる小学校就学

前子どもの区分に係る利用定員の総

数を超える場合においては、抽選、

申込みを受けた順序により決定する

方法、当該特定教育・保育施設の設

置者の教育・保育に関する理念、基

本方針等に基づく選考その他公正な

方法により選考しなければならな

い。  

2 特定教育・保育施設（認定こども

園又は幼稚園に限る。以下この項に

おいて同じ。）は、利用の申込みに

係る法第 19 条第 1 号に掲げる小学

校就学前子ども及び当該特定教育・

保育施設を現に利用している同号に

掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもの総数

が、当該特定教育・保育施設の同号

に掲げる小学校就学前子どもの区分

に係る利用定員の総数を超える場合

においては、抽選、申込みを受けた

順序により決定する方法、当該特定

教育・保育施設の設置者の教育・保

育に関する理念、基本方針等に基づ

く選考その他公正な方法により選考

しなければならない。  

3 特定教育・保育施設（認定こども

園又は保育所に限る。以下この項に

おいて同じ。）は、利用の申込みに

係る法第 19 条第 2 号又は第 3 号に

掲げる小学校就学前子ども及び当該

特定教育・保育施設を現に利用して

3 特定教育・保育施設（認定こども

園又は保育所に限る。以下この項に

おいて同じ。）は、利用の申込みに

係る法第 19 条第 2 号又は第 3 号に

掲げる小学校就学前子ども及び当該

特定教育・保育施設を現に利用して



いる満 3 歳以上保育認定子ども又は

満 3 歳未満保育認定子ども（特定満

3 歳以上保育認定子どもを除く。）

の総数が、当該特定教育・保育施設

の同条第 2 号又は第 3 号に掲げる小

学校就学前子どもの区分に係る利用

定員の総数を超える場合において

は、教育・保育給付認定に基づき、

保育の必要の程度及び家族等の状況

を勘案し、保育を受ける必要性が高

いと認められる教育・保育給付認定

子どもが優先的に利用できるよう、

選考するものとする。  

いる同条第 2 号又は第 3 号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの総数が、

当該特定教育・保育施設の同条第 2

号又は第 3 号に掲げる小学校就学前

子どもの区分に係る利用定員の総数

を超える場合においては、教育・保

育給付認定に基づき、保育の必要の

程度及び家族等の状況を勘案し、保

育を受ける必要性が高いと認められ

る教育・保育給付認定子どもが優先

的に利用できるよう、選考するもの

とする。 

4 前 2 項に規定する場合において

は、特定教育・保育施設は、これら

の項に規定する選考方法又は前項に

規定する選考の方法をあらかじめ教

育・保育給付認定保護者に明示した

上で、当該選考を行わなければなら

ない。 

4 前 2 項に規定する場合において

は、特定教育・保育施設は、これら

の項に規定する選考の方法をあらか

じめ教育・保育給付認定保護者に明

示した上で、当該選考を行わなけれ

ばならない。 

5 (略) 5 (略) 

(あっせん、調整及び要請に対する協

力) 

第 7 条 (略) 

(あっせん、調整及び要請に対する協

力) 

第 7 条 (略) 

2 特定教育・保育施設（認定こども

園又は保育所に限る。以下この項に

おいて同じ。）は、保育認定子ども

に係る当該特定教育・保育施設の利

用について児童福祉法第 24 条第 3

項（同法第 73 条第 1 項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含

む。）の規定により市町村が行う調

整及び要請に対し、できる限り協力

しなければならない。  

2 特定教育・保育施設（認定こども

園又は保育所に限る。以下この項に

おいて同じ。）は、法第 19 条第 2

号又は第 3 号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもに係る当該特定教育・保育

施設の利用について児童福祉法第 24

条第 3 項（同法第 73 条第 1 項の規

定により読み替えて適用する場合を

含む。）の規定により市町村が行う

調整及び要請に対し、できる限り協

力しなければならない。  

(利用者負担額等の受領) 

第 13 条 (略) 

(利用者負担額等の受領) 

第 13 条 (略) 

2・3 (略) 2・3 (略) 

4 特定教育・保育施設は、前 3 項の

支払を受ける額のほか、特定教育・

保育において提供される便宜に要す

る費用のうち、次に掲げる費用の額

の支払を教育・保育給付認定保護者

から受けることができる。  

4 特定教育・保育施設は、前 3 項の

支払を受ける額のほか、特定教育・

保育において提供される便宜に要す

る費用のうち、次に掲げる費用の額

の支払を教育・保育給付認定保護者

から受けることができる。  

(1)・(2) (略 )  (1)・(2) (略 )  

(3) 食事の提供（次に掲げるものを (3) 食事の提供（次に掲げるものを



除く。）に要する費用  除く。）に要する費用  

ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満 3

歳以上教育・保育給付認定子ど

ものうち、その教育・保育給付

認定保護者及び当該教育・保育

給付認定保護者と同一の世帯に

属する者に係る市町村民税所得

割合算額がそれぞれ (ア)又は

(イ)に定める金額未満であるも

のに対する副食の提供  

ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満 3

歳以上教育・保育給付認定子ど

ものうち、その教育・保育給付

認定保護者及び当該教育・保育

給付認定保護者と同一の世帯に

属する者に係る市町村民税所得

割合算額がそれぞれ (ア)又は

(イ)に定める金額未満であるも

のに対する副食の提供  

(ア) 教育認定子ども 77,101

円  

(ア) 法第 19 条第 1 号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ど

も 77,101 円  

(イ) 満 3 歳以上保育認定子ど

も（特定満 3 歳以上保育認定

子どもを除く。イ(イ)におい

て同じ。） 57,700 円（令

第 4 条第 2 項第 6 号に規定す

る特定教育・保育給付認定保

護者にあっては、77,101

円）  

(イ) 法第 19 条第 2 号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ど

も（特定満 3 歳以上保育認定

子どもを除く。イ(イ)におい

て同じ。） 57,700 円（令

第 4 条第 2 項第 6 号に規定す

る特定教育・保育給付認定保

護者にあっては、77,101

円）  

イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満 3

歳以上教育・保育給付認定子ど

ものうち、負担額算定基準子ど

も又は小学校第 3 学年修了前子

ども（小学校、義務教育学校の

前期課程又は特別支援学校の小

学部の第 1 学年から第 3 学年ま

でに在籍する子どもをいう。以

下このイにおいて同じ。）が同

一の世帯に 3 人以上いる場合に

それぞれ(ア)又は(イ)に定める

者に該当するものに対する副食

の提供（アに該当するものを除

く。） 

イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満 3

歳以上教育・保育給付認定子ど

ものうち、負担額算定基準子ど

も又は小学校第 3 学年修了前子

ども（小学校、義務教育学校の

前期課程又は特別支援学校の小

学部の第 1 学年から第 3 学年ま

でに在籍する子どもをいう。以

下このイにおいて同じ。）が同

一の世帯に 3 人以上いる場合に

それぞれ(ア)又は(イ)に定める

者に該当するものに対する副食

の提供（アに該当するものを除

く。） 

(ア) 教育認定子ども 負担額

算定基準子ども又は小学校第

3 学年修了前子ども（そのう

ち最年長者及び 2 番目の年長

者である者を除く。）である

者  

(ア) 法第 19 条第 1 号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ど

も 負担額算定基準子ども又

は小学校第 3 学年修了前子ど

も（そのうち最年長者及び 2

番目の年長者である者を除

く。）である者  

(イ) 満 3 歳以上保育認定子ど (イ) 法第 19 条第 2 号に掲げ



も 負担額算定基準子ども

（そのうち最年長者及び 2 番

目の年長者である者を除

く。）である者  

る小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ど

も 負担額算定基準子ども

（そのうち最年長者及び 2 番

目の年長者である者を除

く。）である者  

ウ (略) ウ (略) 

(4)・(5) (略 )  (4)・(5) (略 )  

5・6 (略) 5・6 (略) 

(運営規程) 

第 20 条 特定教育・保育施設は、次

に掲げる施設の運営についての重要

事項に関する規程（第 23 条におい

て「運営規程」という。）を定めて

おかなければならない。  

(運営規程) 

第 20 条 特定教育・保育施設は、次

に掲げる施設の運営についての重要

事項に関する規程（第 23 条におい

て「運営規程」という。）を定めて

おかなければならない。  

(1)～(6) (略 )  (1)～(6) (略 )  

(7) 特定教育・保育施設の利用の開

始及び終了に関する事項並びに特

定教育・保育施設の利用に当たっ

ての留意事項（第 6 条第 2 項に規

定する選考方法及び同条第 3 項に

規定する選考の方法を含む。） 

(7) 特定教育・保育施設の利用の開

始及び終了に関する事項並びに特

定教育・保育施設の利用に当たっ

ての留意事項（第 6 条第 2 項及び

第 3 項に規定する選考の方法を含

む。） 

(8)～(11) (略 )  (8)～(11) (略 )  

(虐待等の禁止) 

第 25 条 特定教育・保育施設の職員

は、教育・保育給付認定子どもに対

し、児童福祉法第 33 条の 10 第 1 項

各号（幼保連携型認定こども園であ

る特定教育・保育施設の職員にあっ

ては、認定こども園法第 27 条の 2

第 1 項各号、学校教育法第 1 条に規

定する幼稚園である特定教育・保育

施設の職員にあっては、同法第 28

条第 2 項において準用する認定こど

も園法第 27 条の 2 第 1 項各号）に

掲げる行為その他当該教育・保育給

付認定子どもの心身に有害な影響を

与える行為をしてはならない。  

(虐待等の禁止) 

第 25 条 特定教育・保育施設の職員

は、教育・保育給付認定子どもに対

し、児童福祉法第 33 条の 10 第 1 項

各号               

                 

                 

                 

                 

                 

                 

               に

掲げる行為その他当該教育・保育給

付認定子どもの心身に有害な影響を

与える行為をしてはならない。  

第 3 節 特例施設型給付費に

関する基準 

第 3 節 特例施設型給付費に

関する基準 

(特別利用保育の基準) 

第 35 条 特定教育・保育施設（保育

所に限る。以下この条において同

じ。）が教育認定子どもに対し特別

利用保育を提供する場合には、法第

34 条第 1 項第 3 号に規定する基準

(特別利用保育の基準) 

第 35 条 特定教育・保育施設（保育

所に限る。以下この条において同

じ。）が法第 19 条第 1 号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもに対し特別



を遵守しなければならない。  利用保育を提供する場合には、法第

34 条第 1 項第 3 号に規定する基準

を遵守しなければならない。  

2 特定教育・保育施設が、前項の規

定により特別利用保育を提供する場

合には、当該特別利用保育に係る教

育認定子ども及び当該特定教育・保

育施設を現に利用している満 3 歳以

上保育認定子どもの総数が、第 4 条

第 2 項第 3 号の規定により定められ

た法第 19 条第 2 号に掲げる小学校

就学前子どもに係る利用定員の総数

を超えないものとする。  

2 特定教育・保育施設が、前項の規

定により特別利用保育を提供する場

合には、当該特別利用保育に係る法

第 19 条第 1 号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども及び当該特定教育・保育

施設を現に利用している同条第 2 号

に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもの総

数が、第 4 条第 2 項第 3 号の規定に

より定められた法第 19 条第 2 号に

掲げる小学校就学前子どもに係る利

用定員の総数を超えないものとす

る。  

3 特定教育・保育施設が、第 1 項の

規定により特別利用保育を提供する

場合には、特定教育・保育には特別

利用保育を、施設型給付費には特例

施設型給付費（法第 28 条第 1 項の

特例施設型給付費をいう。次条第 3

項において同じ。）を、それぞれ含

むものとして、前節（第 6 条第 3 項

及び第 7 条第 2 項を除く。）の規定

を適用する。この場合において、第

6 条第 2 項中「特定教育・保育施設

（認定こども園又は幼稚園に限る。

以下この項において同じ。）」とあ

るのは「特定教育・保育施設 (特別利

用保育を提供している施設に限る。

以下この項において同じ。）」と、

「教育認定子ども」とあるのは「教

育認定子ども又は満 3 歳以上保育認

定子ども」と、「同号」とあるのは

「同条第 2 号」と、第 13 条第 2 項

中「法第 27 条第 3 項第 1 号に掲げ

る額」とあるのは「法第 28 条第 2

項第 2 号の内閣総理大臣が定める基

準により算定した費用の額」と、同

条第 4 項第 3 号イ（ア）中「教育認

定子ども」とあるのは「教育認定子

ども（特別利用保育を受ける者を除

く。）」と、同号イ（イ）中「満 3

歳以上保育認定子ども」とあるのは

「満 3 歳以上保育認定子ども（特別

利用保育を受ける者を含む。）」と

3 特定教育・保育施設が、第 1 項の

規定により特別利用保育を提供する

場合には、特定教育・保育には特別

利用保育を、施設型給付費には特例

施設型給付費（法第 28 条第 1 項の

特例施設型給付費をいう。次条第 3

項において同じ。）を、それぞれ含

むものとして、前節（第 6 条第 3 項

及び第 7 条第 2 項を除く。）の規定

を適用する。この場合において、第

6 条第 2 項中「特定教育・保育施設

（認定こども園又は幼稚園に限る。

以下この項において同じ。）」とあ

るのは「特定教育・保育施設（特別

利用保育を提供している施設に限

る。以下この項において同じ。）」

と、「同号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定

子ども」とあるのは「同号又は同条

第 2 号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ど

も」と、第 13 条第 2 項中「法第 27

条第 3 項第 1 号に掲げる額」とある

のは「法第 28 条第 2 項第 2 号の内

閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額」と、同条第 4 項第 3

号イ(ア)中「教育・保育給付認定子

ども」とあるのは「教育・保育給付

認定子ども（特別利用保育を受ける

者を除く。）」と、同号イ (イ)中

「教育・保育給付認定子ども」とあ



する。 るのは「教育・保育給付認定子ども

（特別利用保育を受ける者を含

む。）」とする。  

(特別利用教育の基準) 

第 36 条 特定教育・保育施設（幼稚

園に限る。以下この条において同

じ。）が満 3 歳以上保育認定子ども

に対し、特別利用教育を提供する場

合には、法第 34 条第 1 項第 2 号に

規定する基準を遵守しなければなら

ない。 

(特別利用教育の基準) 

第 36 条 特定教育・保育施設（幼稚

園に限る。以下この条において同

じ。）が法第 19 条第 2 号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもに対し、特

別利用教育を提供する場合には、法

第 34 条第 1 項第 2 号に規定する基

準を遵守しなければならない。  

2 特定教育・保育施設が、前項の規

定により特別利用教育を提供する場

合には、当該特別利用教育に係る満

3 歳以上保育認定子ども及び当該特

定教育・保育施設を現に利用してい

る教育認定子どもの総数が、第 4 条

第 2 項第 2 号の規定により定められ

た法第 19 条第 1 号に掲げる小学校

就学前子どもに係る利用定員の総数

を超えないものとする。  

2 特定教育・保育施設が、前項の規

定により特別利用教育を提供する場

合には、当該特別利用教育に係る法

第 19 条第 2 号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども及び当該特定教育・保育

施設を現に利用している同条第 1 号

に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもの総

数が、第 4 条第 2 項第 2 号の規定に

より定められた法第 19 条第 1 号に

掲げる小学校就学前子どもに係る利

用定員の総数を超えないものとす

る。  

3 特定教育・保育施設が、第 1 項の

規定により特別利用教育を提供する

場合には、特定教育・保育には特別

利用教育を、施設型給付費には特例

施設型給付費を、それぞれ含むもの

として、前節（第 6 条第 3 項及び第

7 条第 2 項を除く。）の規定を適用

する。この場合において、第 6 条第

2 項中「特定教育・保育施設（認定

こども園又は幼稚園に限る。以下こ

の項において同じ。）」とあるのは

「特定教育・保育施設（特別利用教

育を提供している施設に限る。以下

この項において同じ。）」と、「利

用の申込みに係る法第 19 条第 1 号

に掲げる小学校就学前子ども」とあ

るのは「利用の申込みに係る法第 19

条第 2 号に掲げる小学校就学前子ど

も」と、「教育認定子ども」とある

のは「教育認定子ども又は満 3 歳以

上保育認定子ども」と、「同号に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係

3 特定教育・保育施設が、第 1 項の

規定により特別利用教育を提供する

場合には、特定教育・保育には特別

利用教育を、施設型給付費には特例

施設型給付費を、それぞれ含むもの

として、前節（第 6 条第 3 項及び第

7 条第 2 項を除く。）の規定を適用

する。この場合において、第 6 条第

2 項中「特定教育・保育施設（認定

こども園又は幼稚園に限る。以下こ

の項において同じ。）」とあるのは

「特定教育・保育施設（特別利用教

育を提供している施設に限る。以下

この項において同じ。）」と、「利

用の申込みに係る法第 19 条第 1 号

に掲げる小学校就学前子ども」とあ

るのは「利用の申込みに係る法第 19

条第 2 号に掲げる小学校就学前子ど

も」と、「同号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども」とあるのは「同条第 1

号又は第 2 号に掲げる小学校就学前



る利用定員」とあるのは「同条第 1

号に掲げる小学校就学前子どもの区

分に係る利用定員」と、第 13 条第

2 項中「法第 27 条第 3 項第 1 号に

掲げる額」とあるのは「法第 28 条

第 2 項第 3 号の内閣総理大臣が定め

る基準により算定した費用の額」

と、同条第 4 項第 3 号イ（ア）中

「教育認定子ども」とあるのは「教

育認定子ども（特別利用教育を受け

る者を含む。）」と、同号イ（イ）

中「満 3 歳以上保育認定子ども」と

あるのは「満 3 歳以上保育認定子ど

も（特別利用教育を受ける者を除

く。）」とする。  

子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども」と、「同号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定

員」とあるのは「同条第 1 号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る

利用定員」と、第 13 条第 2 項中

「法第 27 条第 3 項第 1 号に掲げる

額」とあるのは「法第 28 条第 2 項

第 3 号の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額」と、同条

第 4 項第 3 号イ(ア)中「教育・保育

給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（特別利用

教育を受ける者を含む。）」と、同

号イ(イ)中「教育・保育給付認定子

ども」とあるのは「教育・保育給付

認定子ども（特別利用教育を受ける

者を除く。）」とする。  

第 3 章 特定地域型保育事業の

運営に関する基準  

第 3 章 特定地域型保育事業の

運営に関する基準  

第 1 節 利用定員に関する基

準  

第 1 節 利用定員に関する基

準  

第 37 条 (略) 第 37 条 (略) 

2 特定地域型保育事業者（満 3 歳以

上限定小規模保育事業者（満 3 歳以

上限定小規模保育事業を行う者をい

う。以下同じ。）を除く。）は、次

の各号に掲げる地域型保育事業の区

分に応じ、当該地域型保育事業を行

う事業所ごとに、当該各号に定める

利用定員を、満 1 歳に満たない小学

校就学前子どもと満 1 歳以上の小学

校就学前子どもとに区分して定める

ものとする。 

(1) 家庭的保育事業、満 3 歳未満等

小規模保育事業及び居宅訪問型保

育事業 法第 19 条第 3 号に掲げ

る小学校就学前子どもに係る利用

定員  

(2) 事業所内保育事業 法第 43 条

第 3 項に規定する労働者等監護満

3 歳未満小学校就学前子どもに係

る利用定員及びその他の法第 19

条第 3 号に掲げる小学校就学前子

どもに係る利用定員  

2 特定地域型保育事業者は、特定地

域型保育の種類及び当該特定地域型

保育の種類に係る特定地域型保育事

業を行う事業所（以下「特定地域型

保育事業所」という。）ごとに、法

第 19 条第 3 号に掲げる小学校就学

前子どもに係る利用定員（事業所内

保育事業を行う事業所にあっては、

家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準第 42 条の規定を踏ま

え、その雇用する労働者の監護する

小学校就学前子どもを保育するため

当該事業所内保育事業を自ら施設を

設置して行う事業主に係る当該小学

校就学前子ども（当該事業所内保育

事業が、事業主団体に係るものにあ

っては事業主団体の構成員である事

業主の雇用する労働者の監護する小

学校就学前子どもとし、共済組合等

（児童福祉法第 6 条の 3 第 12 項第

1 号ハに規定する共済組合等をい

う。）に係るものにあっては共済組

合等の構成員（同号ハに規定する共

済組合等の構成員をいう。）の監護

する小学校就学前子どもとする。）



及びその他の小学校就学前子どもご

とに定める法第 19 条第 3 号に掲げ

る小学校就学前子どもに係る利用定

員とする。）を、満 1 歳に満たない

小学校就学前子どもと満 1 歳以上の

小学校就学前子どもに区分して定め

るものとする。  

3 特定地域型保育事業者（満 3 歳以

上限定小規模保育事業者に限る。）

は、満 3 歳以上限定小規模保育事業

を行う事業所ごとに、法第 19 条第

2 号に掲げる小学校就学前子どもに

係る利用定員を定めるものとする。  

(新設) 

第 2 節 運営に関する基準  第 2 節 運営に関する基準  

(正当な理由のない提供拒否の禁止

等) 

第 39 条 (略) 

(正当な理由のない提供拒否の禁止

等) 

第 39 条 (略) 

2 特定地域型保育事業者（満 3 歳以

上限定小規模保育事業者を除く。）

は、利用の申込みに係る法第 19 条

第 3 号に掲げる小学校就学前子ども

及び特定地域型保育事業所を現に利

用している満 3 歳未満保育認定子ど

も（特定満 3 歳以上保育認定子ども

を除く。以下この章（第 43 条第 1

項を除く。）において同じ。）の総

数が、当該特定地域型保育事業所の

同号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員の総数を超える

場合においては、教育・保育給付認

定に基づき、保育の必要の程度及び

家族等の状況を勘案し、保育を受け

る必要性が高いと認められる満 3 歳

未満保育認定子どもが優先的に利用

できるよう、選考するものとする。  

2 特定地域型保育事業者      

                 

は、利用の申込みに係る法第 19 条

第 3 号に掲げる小学校就学前子ども

及び特定地域型保育事業所を現に利

用している満 3 歳未満保育認定子ど

も（特定満 3 歳以上保育認定子ども

を除く。以下この章        

      において同じ。）の総

数が、当該特定地域型保育事業所の

同号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員の総数を超える

場合においては、教育・保育給付認

定に基づき、保育の必要の程度及び

家族等の状況を勘案し、保育を受け

る必要性が高いと認められる満 3 歳

未満保育認定子どもが優先的に利用

できるよう、選考するものとする。  

3 特定地域型保育事業者（満 3 歳以

上限定小規模保育事業者に限る。）

は、利用の申込みに係る法第 19 条

第 2 号に掲げる小学校就学前子ども

の数及び特定地域型保育事業所を現

に利用している満 3 歳以上保育認定

子どもの総数が、当該特定地域型保

育事業所の同号に掲げる小学校就学

前子どもの区分に係る利用定員の総

数を超える場合においては、法第 20

条第 4 項の規定による認定に基づ

き、保育の必要の程度及び家族等の

(新設) 



状況を勘案し、保育を受ける必要性

が高いと認められる満 3 歳以上保育

認定子どもが優先的に利用できるよ

う、選考するものとする。  

4 前 2 項に規定する場合において

は、特定地域型保育事業者は、前 2

項に規定する選考の方法をあらかじ

め教育・保育給付認定保護者に明示

した上で、当該選考を行わなければ

ならない。 

3 前項に規定する場合においては、

特定地域型保育事業者は、同項に規

定する選考の方法をあらかじめ教

育・保育給付認定保護者に明示した

上で、当該選考を行わなければなら

ない。 

5 特定地域型保育事業者は、地域型

保育の提供体制の確保が困難である

場合その他利用申込者に係る保育認

定子どもに対し自ら適切な教育・保

育を提供することが困難である場合

は、第 42 条第 1 項に規定する連携

施設その他の適切な特定教育・保育

施設又は特定地域型保育事業を紹介

する等の適切な措置を速やかに講じ

なければならない。  

4 特定地域型保育事業者は、地域型

保育の提供体制の確保が困難である

場合その他利用申込者に係る満 3 歳

未満保育認定子どもに対し自ら適切

な教育・保育を提供することが困難

である場合は、第 42 条第 1 項に規

定する連携施設その他の適切な特定

教育・保育施設又は特定地域型保育

事業を紹介する等の適切な措置を速

やかに講じなければならない。  

(あっせん、調整及び要請に対する協

力) 

第 40 条 (略) 

(あっせん、調整及び要請に対する協

力) 

第 40 条 (略) 

2 特定地域型保育事業者は、保育認

定子どもに係る特定地域型保育事業

の利用について児童福祉法第 24 条

第 3 項（同法第 73 条第 1 項の規定

により読み替えて適用する場合を含

む。）の規定により市町村が行う調

整及び要請に対し、できる限り協力

しなければならない。  

2 特定地域型保育事業者は、満 3 歳

未満保育認定子どもに係る特定地域

型保育事業の利用について児童福祉

法第 24 条第 3 項（同法第 73 条第 1

項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の規定により市町村

が行う調整及び要請に対し、できる

限り協力しなければならない。  

(心身の状況等の把握) 

第 41 条 特定地域型保育事業者は、

特定地域型保育の提供に当たって

は、保育認定子どもの心身の状況、

その置かれている環境、他の特定教

育・保育施設等の利用状況等の把握

に努めなければならない。  

(心身の状況等の把握) 

第 41 条 特定地域型保育事業者は、

特定地域型保育の提供に当たって

は、満 3 歳未満保育認定子どもの心

身の状況、その置かれている環境、

他の特定教育・保育施設等の利用状

況等の把握に努めなければならな

い。  

(特定教育・保育施設等との連携) 

第 42 条 特定地域型保育事業者（居

宅訪問型保育事業を行う者を除く。

以下この項から第 7 項までにおいて

同じ。）は、特定地域型保育が適正

かつ確実に実施され、及び必要な教

育・保育が継続的に提供されるよ

う、次に掲げる事項に係る連携協力

(特定教育・保育施設等との連携) 

第 42 条 特定地域型保育事業者（居

宅訪問型保育事業を行う者を除く。

以下この項から第 7 項までにおいて

同じ。）は、特定地域型保育が適正

かつ確実に実施され、及び必要な教

育・保育が継続的に提供されるよ

う、次に掲げる事項に係る連携協力



を行う認定こども園、幼稚園又は保

育所（以下「連携施設」という。）

を適切に確保しなければならない。

ただし、山間地等その他の地域であ

って、連携施設の確保が著しく困難

であると市が認めるものにおいて特

定地域型保育事業を行う特定地域型

保育事業者については、この限りで

ない。 

を行う認定こども園、幼稚園又は保

育所（以下「連携施設」という。）

を適切に確保しなければならない。

ただし、山間地等その他の地域であ

って、連携施設の確保が著しく困難

であると市が認めるものにおいて特

定地域型保育事業を行う特定地域型

保育事業者については、この限りで

ない。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けて

いる保育認定子どもに集団保育を

体験させるための機会の設定、特

定地域型保育の適切な提供に必要

な特定地域型保育事業者に対する

相談、助言その他の保育の内容に

関する支援(次項において「保育内

容支援」という。)を実施するこ

と。  

(1) 特定地域型保育の提供を受けて

いる満 3 歳未満保育認定子どもに

集団保育を体験させるための機会

の設定、特定地域型保育の適切な

提供に必要な特定地域型保育事業

者に対する相談、助言その他の保

育の内容に関する支援 (次項におい

て「保育内容支援」という。 )を実

施すること。 

(2) (略)  (2) (略)  

(3) 当該特定地域型保育事業者（満

3 歳以上限定小規模保育事業者を

除く。第 6 項、第 7 項、第 11 項

及び第 12 項において同じ。）に

より特定地域型保育（満 3 歳以上

限定小規模保育を除く。第 6 項、

第 7 項及び第 12 項において同

じ。）の提供を受けていた満 3 歳

未満保育認定子ども（事業所内保

育事業を利用する満 3 歳未満保育

認定子どもにあっては、第 37 条

第 2 項に規定するその他の法第

19 条第 3 号に掲げる小学校就学前

子どもに限る。第 6 項第 1 号にお

いて同じ。）を、当該特定地域型

保育の提供の終了に際して、当該

満 3 歳未満保育認定子どもに係る

教育・保育給付認定保護者の希望

に基づき、引き続き当該連携施設

において受け入れて教育・保育を

提供すること。  

(3) 当該特定地域型保育事業者   

                

                

                

により特定地域型保育      

                

                

    の提供を受けていた満 3

歳未満保育認定子ども（事業所内

保育事業を利用する満 3 歳未満保

育認定子どもにあっては、第 37

条第 2 項に規定するその他の小学

校就学前子どもに限る。以下この

号及び第 6 項第 1 号において同

じ。）を、当該特定地域型保育の

提供の終了に際して、当該満 3 歳

未満保育認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者の希望に基づ

き、引き続き当該連携施設におい

て受け入れて教育・保育を提供す

ること。 

2～6 (略) 2～6 (略) 

7 前項（第 2 号に該当する場合に限

る。）の場合において、特定地域型

保育事業者は、児童福祉法第 59 条

第 1 項に規定する施設のうち次に掲

げるもの（入所定員が 20 人以上の

ものに限る。）又は満 3 歳以上限定

小規模保育事業を行う事業所であっ

7 前項（第 2 号に該当する場合に限

る。）の場合において、特定地域型

保育事業者は、児童福祉法第 59 条

第 1 項に規定する施設のうち次に掲

げるもの（入所定員が 20 人以上の

ものに限る。）          

             であっ



て、市長が適当と認めるものを第 1

項第 3 号に掲げる事項に係る連携協

力を行う施設として適切に確保しな

ければならない。  

て、市長が適当と認めるものを第 1

項第 3 号に掲げる事項に係る連携協

力を行う施設として適切に確保しな

ければならない。  

(1)・(2) (略 )  (1)・(2) (略 )  

8 特定地域型保育事業者（満 3 歳以

上限定小規模保育事業者に限る。）

は、第 1 項本文の規定にかかわら

ず、連携施設の確保に当たって、同

項第 3 号に係る連携協力を求めるこ

とを要しない。  

(新設) 

9 (略) 8 (略) 

10 (略) 9 (略) 

11 (略) 10 (略) 

12 (略) 11 (略) 

(利用者負担額等の受領) 

第 43 条 特定地域型保育事業者は、

特定地域型保育を提供した際は、教

育・保育給付認定保護者（満 3 歳未

満保育認定子どもに係る教育・保育

給付認定保護者に限る。）から当該

特定地域型保育に係る利用者負担額

（法第 29 条第 3 項第 2 号に掲げる

額をいう。）の支払を受けるものと

する。 

(利用者負担額等の受領) 

第 43 条 特定地域型保育事業者は、

特定地域型保育を提供した際は、教

育・保育給付認定保護者      

                 

             から当

該特定地域型保育に係る利用者負担

額（法第 29 条第 3 項第 2 号に掲げ

る額をいう。）の支払を受けるもの

とする。 

2～6 (略) 2～6 (略) 

(運営規程) 

第 46 条 特定地域型保育事業者は、

次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかな

ければならない。  

(運営規程) 

第 46 条 特定地域型保育事業者は、

次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかな

ければならない。  

(1)～(6) (略 )  (1)～(6) (略 )  

(7) 特定地域型保育事業の利用の開

始及び終了に関する事項並びに特

定地域型保育事業の利用に当たっ

ての留意事項（第 39 条第 2 項及

び第 3 項に規定する選考の方法を

含む。） 

(7) 特定地域型保育事業の利用の開

始及び終了に関する事項並びに特

定地域型保育事業の利用に当たっ

ての留意事項（第 39 条第 2 項  

    に規定する選考の方法を

含む。） 

(8)～(11) (略 )  (8)～(11) (略 )  

(勤務体制の確保等) 

第 47 条 特定地域型保育事業者は、

保育認定子どもに対し、適切な特定

地域型保育を提供することができる

よう、特定地域型保育事業所ごとに

職員の勤務の体制を定めておかなけ

ればならない。  

(勤務体制の確保等) 

第 47 条 特定地域型保育事業者は、

満 3 歳未満保育認定子どもに対し、

適切な特定地域型保育を提供するこ

とができるよう、特定地域型保育事

業所ごとに職員の勤務の体制を定め

ておかなければならない。  



2 特定地域型保育事業者は、特定地

域型保育事業所ごとに、当該特定地

域型保育事業所の職員によって特定

地域型保育を提供しなければならな

い。ただし、保育認定子どもに対す

る特定地域型保育の提供に直接影響

を及ぼさない業務については、この

限りでない。 

2 特定地域型保育事業者は、特定地

域型保育事業所ごとに、当該特定地

域型保育事業所の職員によって特定

地域型保育を提供しなければならな

い。ただし、満 3 歳未満保育認定子

どもに対する特定地域型保育の提供

に直接影響を及ぼさない業務につい

ては、この限りでない。  

3 (略) 3 (略) 

(記録の整備) 

第 49 条 (略) 

(記録の整備) 

第 49 条 (略) 

2 特定地域型保育事業者は、保育認

定子どもに対する特定地域型保育の

提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から 5 年間保存し

なければならない。  

2 特定地域型保育事業者は、満 3 歳

未満保育認定子どもに対する特定地

域型保育の提供に関する次に掲げる

記録を整備し、その完結の日から 5

年間保存しなければならない。  

(1)～(5) (略 )  (1)～(5) (略 )  

(準用) 

第 50 条 第 8 条から第 14 条まで（第

10 条及び第 13 条を除く。）、第

17 条から第 19 条まで、第 23 条か

ら第 25 条まで及び第 27 条から第

33 条までの規定は、特定地域型保育

事業者、特定地域型保育事業所及び

特定地域型保育について準用する。

この場合において、第 11 条中「教

育・保育給付認定子どもについて」

とあるのは「教育・保育給付認定子

ども（教育認定子どもを除く。以下

この節において同じ。）について」

と、第 14 条第 1 項中「施設型給付

費（法第 27 条第 1 項の施設型給付

費をいう。以下」とあるのは「地域

型保育給付費（法第 29 条第 1 項の

地域型保育給付費をいう。以下この

項及び第 50 条において準用する第

19 条において」と、「施設型給付費

の」とあるのは「地域型保育給付費

の」と、同条第 2 項中「特定教育・

保育提供証明書」とあるのは「特定

地域型保育提供証明書」と、第 19

条中「施設型給付費」とあるのは

「地域型保育給付費」と、第 23 条

中「運営規程」とあるのは「第 46

条に規定する事業の運営についての

重要事項に関する規程」と読み替え

るものとする。  

(準用) 

第 50 条 第 8 条から第 14 条まで（第

10 条及び第 13 条を除く。）、第

17 条から第 19 条まで、第 23 条か

ら第 25 条まで及び第 27 条から第

33 条までの規定は、特定地域型保育

事業者、特定地域型保育事業所及び

特定地域型保育について準用する。

この場合において、第 11 条中「教

育・保育給付認定子どもについて」

とあるのは「教育・保育給付認定子

ども（満 3 歳未満保育認定子どもに

限り、特定満 3 歳以上保育認定子ど

もを除く。以下この節において同

じ。）について」と、第 14 条第 1

項中「施設型給付費（法第 27 条第

1 項の施設型給付費をいう。以下」

とあるのは「地域型保育給付費（法

第 29 条第 1 項の地域型保育給付費

をいう。以下この項及び第 50 条に

おいて準用する第 19 条において」

と、「施設型給付費の」とあるのは

「地域型保育給付費の」と、同条第

2 項中「特定教育・保育提供証明

書」とあるのは「特定地域型保育提

供証明書」と、第 19 条中「施設型

給付費」とあるのは「地域型保育給

付費」と、第 23 条中「運営規程」

とあるのは「第 46 条に規定する事

業の運営についての重要事項に関す

る規程」と読み替えるものとする。  



第 3 節 特例地域型保育給付

費に関する基準  

第 3 節 特例地域型保育給付

費に関する基準  

(特別利用地域型保育の基準) 

第 51 条 特定地域型保育事業者（満

3 歳以上限定小規模保育事業者を除

く。以下この条において同じ。）が

教育認定子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもに対し特別利用地

域型保育を提供する場合には、法第

46 条第 1 項に規定する地域型保育事

業の認可基準を遵守しなければなら

ない。 

(特別利用地域型保育の基準) 

第 51 条 特定地域型保育事業者   

                 

               が

法第 19 条第 1 号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもに対し特別利用地域型

保育を提供する場合には、法第 46

条第 1 項に規定する地域型保育事業

の認可基準を遵守しなければならな

い。  

2 特定地域型保育事業者が、前項の

規定により特別利用地域型保育を提

供する場合には、当該特別利用地域

型保育に係る教育認定子ども及び特

定地域型保育事業所を現に利用して

いる満 3 歳未満保育認定子ども（第

52 条第 1 項の規定により特定利用地

域型保育を提供する場合にあって

は、当該特定利用地域型保育の対象

となる満 3 歳以上保育認定子どもを

含む。）の総数が、第 37 条第 2 項

の規定により定められた利用定員の

総数を超えないものとする。  

2 特定地域型保育事業者が、前項の

規定により特別利用地域型保育を提

供する場合には、当該特別利用地域

型保育に係る法第 19 条第 1 号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども及び特定

地域型保育事業所を現に利用してい

る満 3 歳未満保育認定子ども（次条

第 1 項の規定により特定利用地域型

保育を提供する場合にあっては、当

該特定利用地域型保育の対象となる

法第 19 条第 2 号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもを含む。）の総数が、

第 37 条第 2 項の規定により定めら

れた利用定員の総数を超えないもの

とする。 

3 特定地域型保育事業者が、第 1 項

の規定により特別利用地域型保育を

提供する場合には、特定地域型保育

には特別利用地域型保育を、地域型

保育給付費には特例地域型保育給付

費（法第 30 条第 1 項の特例地域型

保育給付費をいう。次条第 3 項及び

第 52 条第 3 項において同じ。）

を、それぞれ含むものとして、前節

（第 37 条第 3 項、第 39 条第 3 項及

び第 40 条第 2 項を除き、前条にお

いて準用する第 8 条から第 14 条ま

で（第 10 条及び第 13 条を除

く。）、第 17 条から第 19 条まで、

第 23 条から第 25 条まで及び第 27

条から第 33 条までを含む。第 52 条

第 3 項において同じ。）の規定を適

用する。この場合において、第 39

3 特定地域型保育事業者が、第 1 項

の規定により特別利用地域型保育を

提供する場合には、特定地域型保育

には特別利用地域型保育を、地域型

保育給付費には特例地域型保育給付

費（法第 30 条第 1 項の特例地域型

保育給付費をいう。次条第 3 項   

       において同じ。）

を、それぞれ含むものとして、前節

（第 40 条第 2 項を除き、第 50 条に

おいて準用する第 8 条から第 14 条

まで（第 10 条及び第 13 条を除

く。）、第 17 条から第 19 条まで、

第 23 条から第 25 条まで及び第 27

条から第 33 条までを含む。次条第

3 項において同じ。）の規定を適用

する。この場合において、第 39 条

第 2 項中「利用の申込みに係る法第



条第 2 項中「利用の申込みに係る法

第 19 条第 3 号に掲げる小学校就学

前子ども」とあるのは「利用の申込

みに係る法第 19 条第 1 号に掲げる

小学校就学前子ども」と、「満 3 歳

未満保育認定子ども（特定満 3 歳以

上保育認定子どもを除く。以下この

章（第 43 条第 1 項を除く。）にお

いて同じ。）」とあるのは「教育認

定子ども及び満 3 歳未満保育認定子

ども（特定満 3 歳以上保育認定子ど

もを除き、第 52 条第 1 項の規定に

より特定利用地域型保育を提供する

場合にあっては、当該特定利用地域

型保育の対象となる満 3 歳以上保育

認定子どもを含む。）において同

じ。）」と、「同号に掲げる小学校

就学前子ども」とあるのは「同条第

3 号に掲げる小学校就学前子ども」

と、「教育・保育給付認定に基づ

き、保育の必要の程度及び家族等の

状況を勘案し、保育を受ける必要性

が高いと認められる満 3 歳未満保育

認定子どもが優先的に利用できるよ

う、」とあるのは「抽選、申込みを

受けた順序により決定する方法、当

該特定地域型保育事業者の保育に関

する理念、基本方針等に基づく選考

その他公正な方法により」と、第 43

条第 1 項中「教育・保育給付認定保

護者（満 3 歳未満保育認定子どもに

係る教育・保育給付認定保護者に限

る。）」とあるのは「教育・保育給

付認定保護者（特別利用地域型保育

の対象となる教育認定こどもに係る

教育・保育給付認定保護者を除

く。）」と、同条第 2 項中「法第

29 条第 3 項第 1 号に掲げる額」と

あるのは「法第 30 条第 2 項第 2 号

の内閣総理大臣が定める基準により

算定した費用の額」と、同条第 3 項

中「前 2 項」とあるのは「前項」

と、同条第 4 項中「前 3 項」とある

のは「前 2 項」と、「掲げる費用」

とあるのは「掲げる費用及び食事の

提供（第 13 条第 4 項第 3 号ア又は

イに掲げるものを除く。）に要する

費用」と、同条第 5 項中「前各項」

とあるのは「前 3 項」とする。  

19 条第 3 号に掲げる小学校就学前子

ども」とあるのは「利用の申込みに

係る法第 19 条第 1 号に掲げる小学

校就学前子ども」と、「満 3 歳未満

保育認定子ども（特定満 3 歳以上保

育認定子どもを除く。以下この章  

              にお

いて同じ。）」とあるのは「同号又

は同条第 3 号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども（第 52 条第 1 項の規定に

より特定利用地域型保育を提供する

場合にあっては、当該特定利用地域

型保育の対象となる法第 19 条第 2

号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもを

含む。）」と、「同号に掲げる小学

校就学前子ども」とあるのは「同条

第 3 号に掲げる小学校就学前子ど

も」と、「教育・保育給付認定に基

づき、保育の必要の程度及び家族等

の状況を勘案し、保育を受ける必要

性が高いと認められる満 3 歳未満保

育認定子どもが優先的に利用できる

よう、」とあるのは「抽選、申込み

を受けた順序により決定する方法、

当該特定地域型保育事業者の保育に

関する理念、基本方針等に基づく選

考その他公正な方法により」と、第

43 条第 1 項中「教育・保育給付認定

保護者              

                 

  」とあるのは「教育・保育給付

認定保護者（特別利用地域型保育の

対象となる法第 19 条第 1 号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者を除

く。）」と、同条第 2 項中「法第

29 条第 3 項第 1 号に掲げる額」と

あるのは「法第 30 条第 2 項第 2 号

の内閣総理大臣が定める基準により

算定した費用の額」と、同条第 3 項

中「前 2 項」とあるのは「前項」

と、同条第 4 項中「前 3 項」とある

のは「前 2 項」と、「掲げる費用」

とあるのは「掲げる費用及び食事の

提供（第 13 条第 4 項第 3 号ア又は

イに掲げるものを除く。）に要する



費用」と、同条第 5 項中「前各項」

とあるのは「前 3 項」とする。  

第 51 条の 2 特定地域型保育事業者

（満 3 歳以上限定小規模保育事業者

に限る。以下この条において同

じ。）が教育認定子どもに対し特別

利用地域型保育を提供する場合に

は、法第 46 条第 1 項に規定する地

域型保育事業の認可基準を遵守しな

ければならない。  

(新設) 

2 特定地域型保育事業者が、第 1 項

の規定により特別利用地域型保育を

提供する場合には、当該特別利用地

域型保育に係る教育認定子ども及び

特定地域型保育事業所を現に利用し

ている満 3 歳以上保育認定子どもの

総数が、第 37 条第 3 項の規定によ

り定められた利用定員の数を超えな

いものとする。  

 

3 特定地域型保育事業者が、第 1 項

の規定により特別利用地域型保育を

提供する場合には、特定地域型保育

には特別利用地域型保育を、地域型

保育給付費には特例地域型保育給付

費を、それぞれ含むものとして、こ

の節(第 37 条第 2 項、第 39 条第 2

項及び第 40 条第 2 項を除き、第 50

条において準用する第 8 条から第

14 条まで(第 10 条及び第 13 条を除

く。)、第 17 条から第 19 条まで及

び第 23 条から第 33 条までを含

む。)の規定を適用する。この場合に

おいて、第 39 条第 3 項中「第 19 条

第 2 号」とあるのは「第 19 条第 1

号」と、「満 3 歳以上保育認定子ど

も」とあるのは「教育認定子ども又

は満 3 歳以上保育認定子ども」と、

「同号」とあるのは「法第 19 条第

2 号」と、「法第 20 条第 4 項の規

定による認定に基づき、保育の必要

の程度及び家族等の状況を勘案し、

保育を受ける必要性が高いと認めら

れる満 3 歳未満保育認定子どもが優

先的に利用できるよう、」とあるの

は「抽選、申込みを受けた順序によ

り決定する方法、当該特定地域型保

育事業者の保育に関する理念、基本

方針等に基づく選考その他公正な方

 



法により」と、第 43 条第 1 項中

「教育・保育給付認定保護者 (満 3 歳

未満保育認定子どもに係る教育・保

育給付認定保護者に限る。 )」とある

のは「教育・保育給付認定保護者 (特

別利用地域型保育の対象となる教育

認定子どもに係る教育・保育給付認

定保護者を除く。)」と、同条第 2 項

中「法第 29 条第 3 項第 1 号に掲げ

る額」とあるのは「法第 30 条第 2

項第 2 号の内閣総理大臣が定める基

準により算定した費用の額」と、同

条第 3 項中「前 2 項」とあるのは

「前項」と、同条第 4 項中「前 3

項」とあるのは「前 2 項」と、「掲

げる費用」とあるのは「掲げる費用

及び食事の提供(第 13 条第 4 項第 3

号ア又はイに掲げるものを除く。 )に

要する費用」と、同条第 5 項中「前

各項」とあるのは「前 3 項」とす

る。  

(特定利用地域型保育の基準) 

第 52 条 特定地域型保育事業者（満

3 歳以上限定小規模保育事業者を除

く。以下この条において同じ。）が

満 3 歳以上保育認定子どもに対し特

定利用地域型保育を提供する場合に

は、法第 46 条第 1 項に規定する地

域型保育事業の認可基準を遵守しな

ければならない。  

(特定利用地域型保育の基準) 

第 52 条 特定地域型保育事業者   

                 

               が

法第 19 条第 2 号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもに対し特定利用地域型

保育を提供する場合には、法第 46

条第 1 項に規定する地域型保育事業

の認可基準を遵守しなければならな

い。  

2 特定地域型保育事業者が、前項の

規定により特定利用地域型保育を提

供する場合には、当該特定利用地域

型保育に係る満 3 歳以上保育認定子

ども及び特定地域型保育事業所を現

に利用している満 3 歳未満保育認定

子ども（第 51 条第 1 項の規定によ

り特別利用地域型保育を提供する場

合にあっては、当該特別利用地域型

保育の対象となる教育認定子どもを

含む。）の総数が、第 37 条第 2 項

の規定により定められた利用定員の

総数を超えないものとする。  

2 特定地域型保育事業者が、前項の

規定により特定利用地域型保育を提

供する場合には、当該特定利用地域

型保育に係る法第 19 条第 2 号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども及び特定

地域型保育事業所を現に利用してい

る同条第 3 号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども（前条第 1 項の規定により

特別利用地域型保育を提供する場合

にあっては、当該特別利用地域型保

育の対象となる法第 19 条第 1 号に

掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもを含

む。）の総数が、第 37 条第 2 項の



規定により定められた利用定員の総

数を超えないものとする。  

3 特定地域型保育事業者が、第 1 項

の規定により特定利用地域型保育を

提供する場合には、特定地域型保育

には特定利用地域型保育、地域型保

育給付費には特例地域型保育給付費

を、それぞれ含むものとして、前節

の規定を適用する。この場合におい

て、第 43 条第 1 項中「教育・保育

給付認定保護者（満 3 歳未満保育認

定子どもに係る教育・保育給付認定

保護者に限る。）」とあるのは「教

育・保育給付認定保護者（特定利用

地域型保育の対象となる満 3 歳以上

保育認定子ども（特定満 3 歳以上保

育認定子どもに限る。）に係る教

育・保育給付認定保護者に限

る。）」と、「法第 29 条第 3 項第

2 号に掲げる額」とあるのは「法第

30 条第 2 項第 3 号の市町村が定め

る額」と、同条第 2 項中「法第 29

条第 3 項第 1 号に掲げる額」とある

のは「法第 30 条第 2 項第 3 号の内

閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額」と、同条第 4 項中

「掲げる費用」とあるのは「掲げる

費用及び食事の提供（特定利用地域

型保育の対象となる特定満 3 歳以上

保育認定子どもに対するもの及び満

3 歳以上保育認定子ども（特定満 3

歳以上保育認定子どもを除く。）に

係る第 13 条第 4 項第 3 号ア又はイ

に掲げるものを除く。）に要する費

用」とする。 

3 特定地域型保育事業者が、第 1 項

の規定により特定利用地域型保育を

提供する場合には、特定地域型保育

には特定利用地域型保育、地域型保

育給付費には特例地域型保育給付費

を、それぞれ含むものとして、前節

の規定を適用する。この場合におい

て、第 43 条第 1 項中「教育・保育

給付認定保護者          

                 

       」とあるのは「教

育・保育給付認定保護者（特定利用

地域型保育の対象となる法第 19 条

第 2 号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ど

も（特定満 3 歳以上保育認定子ども

に限る。）に係る教育・保育給付認

定保護者に限る。）」と、「法第 29

条第 3 項第 2 号に掲げる額」とある

のは「法第 30 条第 2 項第 3 号の市

町村が定める額」と、同条第 2 項中

「法第 29 条第 3 項第 1 号に掲げる

額」とあるのは「法第 30 条第 2 項

第 3 号の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額」と、同条

第 4 項中「掲げる費用」とあるのは

「掲げる費用及び食事の提供（特定

利用地域型保育の対象となる特定満

3 歳以上保育認定子どもに対するも

の及び満 3 歳以上保育認定子ども

（令第 4 条第 1 項第 2 号に規定する

満 3 歳以上保育認定子どもをい

う。）に係る第 13 条第 4 項第 3 号

ア又はイに掲げるものを除く。）に

要する費用」とする。  

備考  改正箇所は、下線が引かれた部分である。  

 （長門市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正）  

第２条 長門市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

26 年長門市条例第 24 号）の一部を次のように改正する。 

改正後 現行  

 

本則  

 

本則  



第 1 章 総則 第 1 章 総則 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。  

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。  

(1)・(2) (略 )  (1)・(2) (略 )  

(3) 幼児 法第 4 条第 1 項第 2 号

に規定する幼児のうち、満 3 歳に

満たない者（法第 6 条の 3 第 9 項

第 2 号、同条第 10 項第 2 号、同

条第 11 項第 2 号又は同条第 12 項

第 2 号の規定に基づき保育が必要

と認められる児童であって満 3 歳

以上のものについて保育を行う場

合若しくは同条第 10 項第 3 号の

規定に基づき保育を必要とする児

童であって満 3 歳以上のものにつ

いて保育を行う場合にあっては、

満 3 歳に満たない者及び当該満 3

歳以上の児童）をいう。  

(3) 幼児 法第 4 条第 1 項第 2 号

に規定する幼児のうち、満 3 歳に

満たない者（法第 6 条の 3 第 9 項

第 2 号、同条第 10 項第 2 号、同

条第 11 項第 2 号又は同条第 12 項

第 2 号の規定に基づき保育が必要

と認められる児童であって満 3 歳

以上のものについて保育を行う場

合               

                

                

         にあっては、

満 3 歳に満たない者及び当該満 3

歳以上の児童）をいう。  

(4)～(9) (略 )  (4)～(9) (略 )  

(保育所等との連携) 

第 6 条 家庭的保育事業者等（居宅訪

問型保育事業を行う者（以下「居宅

訪問型保育事業者」という。）を除

く。以下この条、次条第 1 項、第

14 条第 1 項及び第 2 項、第 15 条第

1 項、第 2 項及び第 5 項、第 16 条

並びに第 17 条第 1 項から第 3 項ま

で並びに附則第 3 条において同

じ。）は、利用乳幼児に対する保育

が適正かつ確実に行われ、及び家庭

的保育事業者等による保育の提供の

終了後も満 3 歳以上の児童に対して

必要な教育（教育基本法（平成 18

年法律第 120 号）第 6 条第 1 項に規

定する法律に定める学校において行

われる教育をいう。以下この条にお

いて同じ。）又は保育が継続的に提

供されるよう、次に掲げる事項（法

第 6 条の 3 第 10 項第 3 号に掲げる

事業(以下「満 3 歳以上限定小規模保

育事業」という。）を行う事業者

（以下「満 3 歳以上限定小規模保育

事業者」という。）にあたっては、

第 1 号及び第 2 号に掲げる事項）に

係る連携協力を行う保育所（子ど

も・子育て支援法（平成 24 年法律

(保育所等との連携) 

第 6 条 家庭的保育事業者等（居宅訪

問型保育事業を行う者（以下「居宅

訪問型保育事業者」という。）を除

く。以下この条、次条第 1 項、第

14 条第 1 項及び第 2 項、第 15 条第

1 項、第 2 項及び第 5 項、第 16 条

並びに第 17 条第 1 項から第 3 項ま

で並びに附則第 3 条において同

じ。）は、利用乳幼児に対する保育

が適正かつ確実に行われ、及び家庭

的保育事業者等による保育の提供の

終了後も満 3 歳以上の児童に対して

必要な教育（教育基本法（平成 18

年法律第 120 号）第 6 条第 1 項に規

定する法律に定める学校において行

われる教育をいう。以下この条にお

いて同じ。）又は保育が継続的に提

供されるよう、次に掲げる事項   

                 

                 

                 

                 

                 

               に

係る連携協力を行う保育所（子ど

も・子育て支援法（平成 24 年法律



第 65 号）第 7 条第 4 項に規定する

保育所をいう。）、幼稚園（同項に

規定する幼稚園をいう。）又は認定

こども園（同項に規定する認定こど

も園をいう。）（以下「連携施設」

という。）を適切に確保しなければ

ならない。ただし、連携施設の確保

が著しく困難であると市が認めるも

のにおいて家庭的保育事業等（居宅

訪問型保育事業を除く。第 16 条第

2 項第 3 号において同じ。）を行う

家庭的保育事業者等については、こ

の限りでない。  

第 65 号）第 7 条第 4 項に規定する

保育所をいう。）、幼稚園（同項に

規定する幼稚園をいう。）又は認定

こども園（同項に規定する認定こど

も園をいう。）（以下「連携施設」

という。）を適切に確保しなければ

ならない。ただし、連携施設の確保

が著しく困難であると市が認めるも

のにおいて家庭的保育事業等（居宅

訪問型保育事業を除く。第 16 条第

2 項第 3 号において同じ。）を行う

家庭的保育事業者等については、こ

の限りでない。  

(1)・(2) (略 )  (1)・(2) (略 )  

(3) 当該家庭的保育事業者等（満 3

歳以上限定小規模保育事業者を除

く。第 6 項及び第 7 項において同

じ。）により保育の提供を受けて

いた利用乳幼児（事業所内保育事

業の利用乳幼児にあっては、第 42

条に規定するその他の乳児又は幼

児に限る。以下この号及び第 6 項

第 1 号において同じ。）を、当該

保育の提供の終了に際して、当該

利用乳幼児に係る保護者の希望に

基づき、引き続き当該連携施設に

おいて受け入れて教育又は保育を

提供すること。  

(3) 当該家庭的保育事業者等    

                

                

    により保育の提供を受け

ていた利用乳幼児（事業所内保育

事業の利用乳幼児にあっては、第

42 条に規定するその他の乳児又は

幼児に限る。以下この号及び第 6

項第 1 号において同じ。）を、当

該保育の提供の終了に際して、当

該利用乳幼児に係る保護者の希望

に基づき、引き続き当該連携施設

において受け入れて教育又は保育

を提供すること。  

2～6 (略) 2～6 (略) 

7 前項（第 2 号に該当する場合に限

る。）の場合において、家庭的保育

事業者等は、法第 59 条第 1 項に規

定する施設のうち次に掲げるもの (入

所定員が 20 人以上のものに限る。 )

又は満 3 歳以上限定小規模保育事業

を行う事業所であって、市長が適当

と認めるものを第 1 項第 3 号に掲げ

る事項に係る連携協力を行う施設と

して適切に確保しなければならな

い。  

7 前項（第 2 号に該当する場合に限

る。）の場合において、家庭的保育

事業者等は、法第 59 条第 1 項に規

定する施設のうち次に掲げるもの (入

所定員が 20 人以上のものに限る。 ) 

                 

      であって、市長が適当

と認めるものを第 1 項第 3 号に掲げ

る事項に係る連携協力を行う施設と

して適切に確保しなければならな

い。  

(1)・(2) (略 )  (1)・(2) (略 )  

(家庭的保育事業所等内部の規程) 

第 18 条 家庭的保育事業者等は、次

の各号に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程を定めてお

かなければならない。  

(家庭的保育事業所等内部の規程) 

第 18 条 家庭的保育事業者等は、次

の各号に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程を定めてお

かなければならない。  

(1)～(5) (略 )  (1)～(5) (略 )  



(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用

定員（満 3 歳以上限定小規模保育

事業者にあっては、満 3 歳以上の

幼児の利用定員）  

(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用

定員              

                

         

(7)～(11) (略 )  (7)～(11) (略 )  

第 3 章 小規模保育事業  第 3 章 小規模保育事業  

第 1 節 小規模保育事業の区

分  

第 1 節 小規模保育事業の区

分  

第 27 条 小規模保育事業は、小規模

保育事業Ａ型、小規模保育事業Ｂ型

（満 3 歳以上限定小規模保育事業を

除く。）及び小規模保育事業Ｃ型

（満 3 歳以上限定小規模保育事業を

除く。）とする。  

第 27 条 小規模保育事業は、小規模

保育事業Ａ型、小規模保育事業Ｂ型 

                 

    及び小規模保育事業Ｃ型  

                 

    とする。 

第 2 節 小規模保育事業Ａ型  第 2 節 小規模保育事業Ａ型  

(職員) 

第 29 条 (略) 

(職員) 

第 29 条 (略) 

2 保育士の数は、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める数の

合計数に 1 を加えた数以上とする。  

2 保育士の数は、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める数の

合計数に 1 を加えた数以上とする。  

(1)・(2) (略 )  (1)・(2) (略 )  

(3) 満 3 歳以上満 4 歳に満たない

児童（法第 6 条の 3 第 10 項第 2

号又は第 3 号の規定に基づき受け

入れる場合に限る。次号において

同じ。） おおむね 15 人につき

1 人  

(3) 満 3 歳以上満 4 歳に満たない

児童（法第 6 条の 3 第 10 項第 2

号     の規定に基づき受け

入れる場合に限る。次号において

同じ。） おおむね 15 人につき

1 人  

(4) (略)  (4) (略)  

3 (略) 3 (略) 

第 4 節 小規模保育事業Ｃ型  第 4 節 小規模保育事業Ｃ型  

(利用定員) 

第 35 条 小規模保育事業所Ｃ型は、

法第 6 条の 3 第 10 項第 1 号の規定

にかかわらず、その利用定員を 6 人

以上 10 人以下とする。  

(利用定員) 

第 35 条 小規模保育事業所Ｃ型は、

法第 6 条の 3 第 10 項   の規定

にかかわらず、その利用定員を 6 人

以上 10 人以下とする。  

第 5 章 事業所内保育事業  第 5 章 事業所内保育事業  

(準用) 

第 48 条 第 24 条から第 26 条まで及

び第 28 条の規定は、小規模型事業

所内保育事業について準用する。こ

の場合において、第 24 条中「家庭

的保育事業を行う者（次条及び第 26

条において「家庭的保育事業者」と

いう。）」とあるのは「第 47 条第

(準用) 

第 48 条 第 24 条から第 26 条まで及

び第 28 条の規定は、小規模型事業

所内保育事業について準用する。こ

の場合において、第 24 条中「家庭

的保育事業を行う者（次条及び第 26

条において「家庭的保育事業者」と

いう。）」とあるのは「第 47 条第



1 項に規定する小規模型事業所内保

育事業を行う者（第 48 条において

準用する次条及び第 26 条において

「小規模型事業所内保育事業者」と

いう。）」と、第 25 条及び第 26 条

中「家庭的保育事業者」とあるのは

「小規模型事業所内保育事業者」

と、第 28 条中「小規模保育事業所

Ａ型」とあるのは「小規模型事業所

内保育事業所」と、同条第 1 号中

「調理設備」とあるのは「調理設備

（当該小規模型事業所内保育事業所

を設置し及び管理する事業主が事業

場に附属して設置する炊事場を含

む。第 48 条において準用する第 4

号において同じ。）」       

                 

                 

                 

  とする。 

1 項に規定する小規模型事業所内保

育事業を行う者（第 48 条において

準用する次条及び第 26 条において

「小規模型事業所内保育事業者」と

いう。）」と、第 25 条及び第 26 条

中「家庭的保育事業者」とあるのは

「小規模型事業所内保育事業者」

と、第 28 条中「小規模保育事業所

Ａ型」とあるのは「小規模型事業所

内保育事業所」と、同条第 1 号中

「調理設備」とあるのは「調理設備

（当該小規模型事業所内保育事業所

を設置し及び管理する事業主が事業

場に附属して設置する炊事場を含

む。第 48 条において準用する第 4

号において同じ。）」と、同条第 4

号中「次号並びに第 33 条第 4 号及

び第 5 号」とあるのは「第 48 条に

おいて準用する次号」と読み替える

ものとする。 

 備考  改正箇所は、下線が引かれた部分である。  

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



議案第７号  

市の区域内の字の区域の変更について  

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）に基づく土地改良事業（団体営農地耕作

条件改善事業 日置東坂本地区）の実施による換地処分に係る土地について、換地

処分の公告があった日の翌日から、長門市の区域内の字の区域を別紙のとおり変更

することについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条第１項の規定に

より、市議会の議決を求める。  

令和８年６月 12 日提出  

長門市長 江 原 達 也 

 



字区域変更調書 

処 分 後 処   分   前 

大字名 字 名 大字名 字 名 地 番 地 目 

日置上 東村 日置上 大神田 5631の 2の一部 用悪水路 

〃 〃 〃 〃 5631の 3 公衆用道路 

〃 〃 〃 〃 5633の 1の一部 田 

〃 〃 〃 〃 5633の 2の一部 〃 

〃 〃 〃 〃 5633の 4の一部 公衆用道路 

〃 〃 〃 〃 5634の 1の一部 田 

〃 大神田 〃 東村 5635の 1の一部 〃 

 処分前の土地に接する市有地である道路及び水路を併せて変更する。 

 



議案第８号  

専決処分の承認について（長門市税条例の一部を改正する条例）  

長門市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67

号）第 179 条第１項の規定により、令和８年３月 31 日別紙のとおり専決処分した

ので、同条第３項の規定により市議会の承認を求める。  

令和８年６月 12 日提出  

長門市長 江 原 達 也  

  



長門市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和８年３月 31 日  

長門市長 江 原 達 也  

 

長門市条例第 11 号  

長門市税条例の一部を改正する条例  

 長門市税条例（平成 17 年長門市条例第 59 号）の一部を次のように改正する。  

改正後  現行  

 

本則  

 

本則  

第 1 章 総則  第 1 章 総則  

第 2 節 賦課徴収  第 2 節 賦課徴収  

(納税証明事項) 

第 18 条の 3 地方税法施行規則(昭和

29 年総理府令第 23 号。以下「施行

規則」という。)第 1 条の 9 第 2 号

に規定する事項は、道路運送車両法

(昭和 26 年法律第 185 号)第 59 条第

1 項に規定する検査対象軽自動車又

は 2 輪の小型自動車について天災そ

の他やむを得ない事由により軽自動

車税を滞納している場合においてそ

の旨とする。  

(納税証明事項) 

第 18 条の 3 地方税法施行規則(昭和

29 年総理府令第 23 号。以下「施行

規則」という。)第 1 条の 9 第 2 号

に規定する事項は、道路運送車両法

(昭和 26 年法律第 185 号)第 59 条第

1 項に規定する検査対象軽自動車又

は 2 輪の小型自動車について天災そ

の他やむを得ない事由により種別割

を滞納している場合においてその旨

とする。  

(納期限後に納付し又は納入する税金

又は納入金に係る延滞金) 

第 19 条 納税者又は特別徴収義務者

は、第 40 条、第 46 条、第 46 条の

2 若しくは第 46 条の 5(第 53 条の 7

の 2 において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。 )、第 47

条の 4 第 1 項（第 47 条の 5 第 3 項

において準用する場合を含む。以下

この条において同じ。）、第 48 条

第 1 項(法第 321 条の 8 第 34 項及び

第 35 項の申告書に係る部分を除

く。)、第 53 条の 7、第 67 条   

      、第 83 条第 2 項、第

98 条第 1 項若しくは第 2 項、第 10

2 条第 2 項、第 105 条、第 139 条第

1 項又は第 145 条第 3 項に規定する

納期限後にその税金を納付し、又は

納入金を納入する場合には、当該税

額又は納入金額にその納期限 (納期限

(納期限後に納付し又は納入する税金

又は納入金に係る延滞金) 

第 19 条 納税者又は特別徴収義務者

は、第 40 条、第 46 条、第 46 条の

2 若しくは第 46 条の 5(第 53 条の 7

の 2 において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。 )、第 47

条の 4 第 1 項（第 47 条の 5 第 3 項

において準用する場合を含む。以下

この条において同じ。）、第 48 条

第 1 項(法第 321 条の 8 第 34 項及び

第 35 項の申告書に係る部分を除

く。)、第 53 条の 7、第 67 条、第 8

1 条の 6 第 1 項、第 83 条第 2 項、

第 98 条第 1 項若しくは第 2 項、第

102 条第 2 項、第 105 条、第 139

条第 1 項又は第 145 条第 3 項に規定

する納期限後にその税金を納付し、

又は納入金を納入する場合には、当

該税額又は納入金額にその納期限 (納



の延長があったときは、その延長さ

れた納期限とする。以下第 1 号、第

2 号及び第 5 号において同じ。)の翌

日から納付又は納入の日までの期間

の日数に応じ、年 14.6 パーセント

(次の各号に掲げる税額の区分に応

じ、第 1 号から第 4 号までに掲げる

期間並びに第 5 号及び第 6 号に定め

る日までの期間については、年 7.3

パーセント)の割合を乗じて計算した

金額に相当する延滞金額を加算して

納付書によって納付し、又は納入書

によって納入しなければならない。  

期限の延長があったときは、その延

長された納期限とする。以下第 1

号、第 2 号及び第 5 号において同

じ。)の翌日から納付又は納入の日ま

での期間の日数に応じ、年 14.6 パ

ーセント(次の各号に掲げる税額の区

分に応じ、第 1 号から第 4 号までに

掲げる期間並びに第 5 号及び第 6 号

に定める日までの期間については、

年 7.3 パーセント)の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加

算して納付書によって納付し、又は

納入書によって納入しなければなら

ない。  

(1) (略) (1) (略) 

(2)               
第 98 条第 1 項若しくは第 2 項の

申告書又は第 139 条第 1 項の申告

書に係る税額(第 4 号に掲げる税額

を除く。) 当該税額に係る納期限

の翌日から 1 月を経過する日まで

の期間  

(2) 第 81 条の 6 第 1 項の申告書、

第 98 条第 1 項若しくは第 2 項の

申告書又は第 139 条第 1 項の申告

書に係る税額(第 4 号に掲げる税額

を除く。) 当該税額に係る納期限

の翌日から 1 月を経過する日まで

の期間  

(3)               
第 98 条第 1 項若しくは第 2 項の

申告書又は第 139 条第 1 項の申告

書でその提出期限後に提出したも

のに係る税額 当該提出した日ま

での期間又はその日の翌日から 1

月を経過する日までの期間  

(3) 第 81 条の 6 第 1 項の申告書、

第 98 条第 1 項若しくは第 2 項の

申告書又は第 139 条第 1 項の申告

書でその提出期限後に提出したも

のに係る税額 当該提出した日ま

での期間又はその日の翌日から 1

月を経過する日までの期間  

(4)～(6) (略) (4)～(6) (略) 

第 2 章 普通税  第 2 章 普通税  

第 1 節 市民税  第 1 節 市民税  

(所得割の課税標準)  

第 33 条 (略) 

(所得割の課税標準)  

第 33 条 (略) 

2 (略)  2 (略)  

3 法第 23 条第 1 項第 15 号に規定す

る特定配当等(次項及び第 34 条の 9

において「特定配当等」という。 )

（同号ロに掲げるものを除く。以下

この項において同じ。）に係る所得

を有する者に係る総所得金額は、当

該特定配当等に係る所得の金額を除

外して算定する。  

3 法第 23 条第 1 項第 15 号に規定す

る特定配当等(以下この項及び次項並

びに第 34 条の 9 において「特定配

当等」という。)         

                

   に係る所得を有する者に係る

総所得金額は、当該特定配当等に係

る所得の金額を除外して算定する。  

4～6 (略)  4～6 (略)  

(寄附金税額控除) 

第 34 条の 7 (略) 

(寄附金税額控除) 

第 34 条の 7 (略) 



2 前項の特例控除額は、法第 314 条

の 7 第 11 項（法附則第 5 条の 6 第

3 項又は第 4 項の規定により読み替

えて適用される場合を含む。）に定

めるところにより計算した金額とす

る。  

2 前項の特例控除額は、法第 314 条

の 7 第 11 項（法附則第 5 条の 6 第

2 項の規定により読み替えて適用さ

れる場合を含む。）に定めるところ

により計算した金額とする。  

(市民税の申告) 

第 36 条の 2 第 23 条第 1 項第 1 号に

掲げる者は、3 月 15 日までに、施行

規則第 5 号の 4 様式(別表)による申

告書を市長に提出しなければならな

い。ただし、法第 317 条の 6 第 1 項

又は第 4 項の規定により給与支払報

告書又は公的年金等支払報告書を提

出する義務がある者から 1 月 1 日現

在において給与又は公的年金等の支

払を受けている者で前年中において

給与所得以外の所得又は公的年金等

に係る所得以外の所得を有しなかっ

たもの(公的年金等に係る所得以外の

所得を有しなかった者で社会保険料

控除額(令第 48 条の 9 の 7 に規定す

るものを除く。)、小規模企業共済等

掛金控除額、生命保険料控除額、地

震保険料控除額、勤労学生控除額、

配偶者特別控除額（所得割の納税義

務者(前年の合計所得金額が 900 万

円以下であるものに限る。 )の法第 3

14 条の 2 第 1 項第 10 号の 2 に規定

する自己と生計を一にする配偶者 (前

年の合計所得金額が 95 万円以下で

あるものに限る。)で控除対象配偶者

に該当しないものに係るものを除

く。）、法第 314 条の 2 第 4 項に規

定する扶養控除額若しくは特定親族

特別控除額(特定親族(同条第 1 項第

12 号に規定する特定親族をいう。第

36 条の 3 の 2 第 1 項第 3 号並びに

第 36 条の 3 の 3 第 1 項及び第 2 項

第 4 号において同じ。)(前年の合計

所得金額が 85 万円以下であるもの

に限る。)に係るものを除く。)の控

除又はこれらと併せて雑損控除額若

しくは医療費控除額の控除、法第 31

3 条第 8 項に規定する純損失の金額

の控除、同条第 9 項に規定する純損

失若しくは雑損失の金額の控除若し

くは第 34 条の 7 第 1 項（同項第 2

(市民税の申告) 

第 36 条の 2 第 23 条第 1 項第 1 号に

掲げる者は、3 月 15 日までに、施行

規則第 5 号の 4 様式(別表)による申

告書を市長に提出しなければならな

い。ただし、法第 317 条の 6 第 1 項

又は第 4 項の規定により給与支払報

告書又は公的年金等支払報告書を提

出する義務がある者から 1 月 1 日現

在において給与又は公的年金等の支

払を受けている者で前年中において

給与所得以外の所得又は公的年金等

に係る所得以外の所得を有しなかっ

たもの(公的年金等に係る所得以外の

所得を有しなかった者で社会保険料

控除額(令第 48 条の 9 の 7 に規定す

るものを除く。)、小規模企業共済等

掛金控除額、生命保険料控除額、地

震保険料控除額、勤労学生控除額、

配偶者特別控除額（所得割の納税義

務者(前年の合計所得金額が 900 万

円以下であるものに限る。 )の法第 3

14 条の 2 第 1 項第 10 号の 2 に規定

する自己と生計を一にする配偶者 (前

年の合計所得金額が 95 万円以下で

あるものに限る。)で控除対象配偶者

に該当しないものに係るものを除

く。）、法第 314 条の 2 第 4 項に規

定する扶養控除額若しくは特定親族

特別控除額(特定親族(同条第 1 項第

12 号に規定する特定親族をいう。第

36 条の 3 の 2 第 1 項第 3 号及び第 3

6 条の 3 の 3 第 1 項において同じ。)

(前年の合計所得金額が 85 万円以下

であるものに限る。)に係るものを除

く。)の控除又はこれらと併せて雑損

控除額若しくは医療費控除額の控

除、法第 313 条第 8 項に規定する純

損失の金額の控除、同条第 9 項に規

定する純損失若しくは雑損失の金額

の控除若しくは第 34 条の 7 第 1 項

（同項第 2 号に掲げる寄附金（特定



号に掲げる寄附金（特定非営利活動

促進法第 2 条第 3 項に規定する認定

特定非営利活動法人及び同条第 4 項

に規定する特例認定特定非営利活動

法人に対するものを除く。第 6 項に

おいて同じ。）に係る部分を除

く。）及び第 2 項の規定により控除

すべき金額（以下この条において

「寄附金税額控除額」という。）の

控除を受けようとするものを除く。

以下この条において「給与所得等以

外の所得を有しなかった者」とい

う。)及び第 24 条第 2 項に規定する

者(施行規則第 2 条の 2 第 1 項の表

の上欄の(二)に掲げる者を除く。)に

ついては、この限りでない。  

非営利活動促進法第 2 条第 3 項に規

定する認定特定非営利活動法人及び

同条第 4 項に規定する特例認定特定

非営利活動法人に対するものを除

く。第 6 項において同じ。）に係る

部分を除く。）及び第 2 項の規定に

より控除すべき金額（以下この条に

おいて「寄附金税額控除額」とい

う。）の控除を受けようとするもの

を除く。以下この条において「給与

所得等以外の所得を有しなかった

者」という。)及び第 24 条第 2 項に

規定する者(施行規則第 2 条の 2 第 1

項の表の上欄の(二)に掲げる者を除

く。)については、この限りでない。  

2～10 (略) 2～10 (略) 

(個人の市民税に係る給与所得者の扶

養親族等申告書) 

第 36 条の 3 の 2 所得税法第 194 条

第 1 項の規定により同項に規定する

申告書を提出しなければならない者

（以下この条において「給与所得

者」という。）で市内に住所を有す

るものは、当該申告書の提出の際に

経由すべき同項に規定する給与等の

支払者（以下この条において「給与

支払者」という。）から毎年最初に

給与の支払を受ける日の前日まで

に、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告

書を、当該給与支払者を経由して、

市長に提出しなければならない。  

(個人の市民税に係る給与所得者の扶

養親族等申告書) 

第 36 条の 3 の 2 所得税法第 194 条

第 1 項の規定により同項に規定する

申告書を提出しなければならない者

（以下この条において「給与所得

者」という。）で市内に住所を有す

るものは、当該申告書の提出の際に

経由すべき同項に規定する給与等の

支払者（以下この条において「給与

支払者」という。）から毎年最初に

給与の支払を受ける日の前日まで

に、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告

書を、当該給与支払者を経由して、

市長に提出しなければならない。  

(1) (略) (1) (略) 

(2) 所得割の納税義務者(合計所得

金額が 1,000 万円以下であるもの

に限る。)の自己と生計を一にする

配偶者(法第 313 条第 3 項に規定

する青色事業専従者に該当するも

ので同項に規定する給与の支払を

受けるもの及び同条第 4 項に規定

する事業専従者に該当するものを

除く。次条第 1 項第 2 号において

同じ。)(合計所得金額が 133 万円

以下であるものに限る     

      。)の氏名  

(2) 所得割の納税義務者(合計所得

金額が 1,000 万円以下であるもの

に限る。)の自己と生計を一にする

配偶者(法第 313 条第 3 項に規定

する青色事業専従者に該当するも

ので同項に規定する給与の支払を

受けるもの及び同条第 4 項に規定

する事業専従者に該当するものを

除き、合計所得金額が 133 万円以

下であるものに限る。次条第 1 項

において同じ。)の氏名  

(3)・(4) (略) (3)・(4) (略) 



2～4 (略)  2～4 (略)  

5 給与所得者は、第 1 項及び第 3 項

の規定による申告書の提出の際に経

由すべき給与支払者が令第 48 条の 9

の 7 の 2 において準用する令第 8 条

の 2 の 2 に規定する要件を満たす場

合には、施行規則で定めるところに

より、当該申告書の提出に代えて、

当該給与支払者に対し、当該申告書

に記載すべき事項を電磁的方法（電

子情報処理組織を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法

であって施行規則で定めるものをい

う。次条第 5 項及び第 53 条の 9 第

3 項において同じ。）により提供す

ることができる。  

5 給与所得者は、第 1 項及び第 3 項

の規定による申告書の提出の際に経

由すべき給与支払者が令第 48 条の 9

の 7 の 2 において準用する令第 8 条

の 2 の 2 に規定する要件を満たす場

合には、施行規則で定めるところに

より、当該申告書の提出に代えて、

当該給与支払者に対し、当該申告書

に記載すべき事項を電磁的方法（電

子情報処理組織を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法

であって施行規則で定めるものをい

う。次条第 4 項及び第 53 条の 9 第

3 項において同じ。）により提供す

ることができる。  

6 (略)  6 (略)  

(個人の市民税に係る公的年金等受給

者の扶養親族等申告書) 

第 36 条の 3 の 3 次に掲げる者（以

下この条において「公的年金等受給

者」という。）は、公的年金等支払

者（所得税法第 203 条の 6 第 1 項に

規定する申告書の提出の際に経由す

べき同項に規定する公的年金等（以

下この項において「公的年金等」と

いう。）の支払者をいう。以下この

条において同じ。）から毎年最初に

公的年金等の支払を受ける日の前日

までに、施行規則で定めるところに

より、次項各号に掲げる事項を記載

した申告書を、当該公的年金等支払

者を経由して、市長に提出しなけれ

ばならない。  

(1) 所得税法第 203 条の 6 第 1 項

の規定により同項に規定する申告

書を提出しなければならない者  

(2) 法の施行地において公的年金等

（所得税法第 203 条の 7 の規定の

適用を受けるものを除く。）の支

払を受ける第 23 条第 1 項第 1 号

に掲げる者であって、特定配偶者

（所得割の納税義務者（合計所得

金額が 900 万円以下であるものに

限る。）の自己と生計を一にする

配偶者（合計所得金額が 95 万円

以下であるものに限る。）をい

う。次号及び次項第 3 号において

(個人の市民税に係る公的年金等受給

者の扶養親族等申告書) 

第 36 条の 3 の 3 所得税法第 203 条

の 6 第 1 項の規定により同項に規定

する申告書を提出しなければならな

い者又は法の施行地において同項に

規定する公的年金等(所得税法第 203

条の 7 の規定の適用を受けるものを

除く。以下この項において「公的年

金等」という。)の支払を受ける者で

あって、特定配偶者(所得割の納税義

務者(合計所得金額が 900 万円以下

であるものに限る。)の自己と生計を

一にする配偶者(退職手当等(第 53 条

の 2 に規定する退職手当等に限る。

以下この項において同じ。 )に係る所

得を有する者であって、合計所得金

額が 95 万円以下であるものに限

る。)をいう。第 2 号において同

じ。)又は扶養親族(年齢 16 歳未満の

者又は控除対象扶養親族であって退

職手当等に係る所得を有する者に限

る。)若しくは特定親族(退職手当等

に係る所得を有する者であって、合

計所得金額が 85 万円以下であるも

のに限る。)を有する者（以下この条

において「公的年金等受給者」とい

う。）で市内に住所を有するもの

は、当該申告書の提出の際に経由す

べき所得税法第 203 条の 6 第 1 項に

規定する公的年金等の支払者（以下



同じ。）（退職手当等（第 53 条

の 2 に規定する退職手当等に限

る。以下この号において同じ。）

に係る所得を有する者に限る。）

又は扶養親族（年齢 16 歳未満の

者又は控除対象扶養親族であって

退職手当等に係る所得を有する者

に限る。）若しくは特定親族（退

職手当等に係る所得を有する者で

あって、合計所得金額が 85 万円

以下であるものに限る。）を有す

る者  

(3) 法の施行地において公的年金等

（所得税法第 203 条の 7 の規定の

適用を受けるものに限る。）の支

払を受ける第 23 条第 1 項第 1 号

に掲げる者（当該年中に支払を受

けるべき当該公的年金等の額がそ

の年最初に当該公的年金等の支払

を受けるべき日の前日の現況にお

いて令第 48 条の 9 の 7 の 3 に定

める金額に満たない者を除く。）

であって、障害者、寡婦若しくは

ひとり親に該当する者又は特定配

偶者若しくは扶養親族（年齢 16

歳未満の者又は控除対象扶養親族

に限る。）若しくは特定親族（合

計所得金額が 85 万円以下である

ものに限る。）を有する者  

この条において「公的年金等支払

者」という。）から毎年最初に公的

年金等の支払を受ける日の前日まで

に、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告

書を、当該公的年金等支払者を経由

して、市長に提出しなければならな

い。  

(1) 当該公的年金等支払者の名称  

(2) 特定配偶者の氏名  

(3) 扶養親族又は特定親族の氏名  

(4) その他施行規則で定める事項  

2 前項の規定による申告書の記載事

項は、次に掲げる事項とする。  

(新設) 

(1) 公的年金等支払者の名称  
 

(2) 公的年金等受給者が、法第 314

条の 2 第 1 項第 6 号に規定する特

別障害者又はその他の障害者に該

当する場合にはその旨及びその該

当する事実並びに寡婦又はひとり

親に該当する場合にはその旨  

 

(3) 特定配偶者の氏名  
 

(4) 扶養親族又は特定親族の氏名  
 

(5) その他施行規則で定める事項  
 

3 第 1 項又は法第 317 条の 3 の 3 第

1 項の規定による申告書を公的年金

等支払者を経由して提出する場合に

おいて、当該申告書に記載すべき事

項がその年の前年において当該公的

年金等支払者を経由して提出した第

2 前項又は法第 317 条の 3 の 3 第 1

項の規定による申告書を公的年金等

支払者を経由して提出する場合にお

いて、当該申告書に記載すべき事項

がその年の前年において当該公的年

金等支払者を経由して提出した前項



1 項又は同条第 1 項の規定による申

告書に記載した事項と異動がないと

きは、公的年金等受給者は、当該公

的年金等支払者が所得税法第 203 条

の 6 第 2 項に規定する国税庁長官の

承認を受けている場合に限り、施行

規則で定めるところにより、第 1 項

又は法第 317 条の 3 の 3 第 1 項の規

定により記載すべき事項に代えて当

該異動がない旨を記載した第 1 項又

は同条第 1 項の規定による申告書を

提出することができる。  

又は法第 317 条の 3 の 3 第 1 項の規

定による申告書に記載した事項と異

動がないときは、公的年金等受給者

は、当該公的年金等支払者が所得税

法第 203 条の 6 第 2 項に規定する国

税庁長官の承認を受けている場合に

限り、施行規則で定めるところによ

り、前項又は法第 317 条の 3 の 3 第

1 項の規定により記載すべき事項に

代えて当該異動がない旨を記載した

前項又は法第 317 条の 3 の 3 第 1 項

の規定による申告書を提出すること

ができる。  

4 (略)  3 (略)  

5 公的年金等受給者は、第 1 項の規

定による申告書の提出の際に経由す

べき公的年金等支払者が令第 48 条

の 9 の 8 において準用する令第 8 条

の 2 の 2 に規定する要件を満たす場

合には、施行規則で定めるところに

より、当該申告書の提出に代えて、

当該公的年金等支払者に対し、当該

申告書に記載すべき事項を電磁的方

法により提供することができる。  

4 公的年金等受給者は、第 1 項の規

定による申告書の提出の際に経由す

べき公的年金等支払者が令第 48 条

の 9 の 7 の 3 において準用する令第

8 条の 2 の 2 に規定する要件を満た

す場合には、施行規則で定めるとこ

ろにより、当該申告書の提出に代え

て、当該公的年金等支払者に対し、

当該申告書に記載すべき事項を電磁

的方法により提供することができ

る。  

6 前項の規定の適用がある場合にお

ける第 4 項の規定の適用について

は、同項中「申告書が」とあるのは

「申告書に記載すべき事項を」と、

「公的年金等支払者に受理されたと

き」とあるのは「公的年金等支払者

が提供を受けたとき」と、「受理さ

れた日」とあるのは「提供を受けた

日」とする。  

5 前項の規定の適用がある場合にお

ける第 3 項の規定の適用について

は、同項中「申告書が」とあるのは

「申告書に記載すべき事項を」と、

「公的年金等支払者に受理されたと

き」とあるのは「公的年金等支払者

が提供を受けたとき」と、「受理さ

れた日」とあるのは「提供を受けた

日」とする。  

第 2 節 固定資産税  第 2 節 固定資産税  

(固定資産税の免税点) 

第 63 条 同一の者についてその者の

所有に係る土地、家屋又は償却資産

に対して課する固定資産税の課税標

準となるべき額が土地又は家屋にあ

っては 30 万円         

  、償却資産にあっては 180 万円

に満たない場合においては、固定資

産税を課さない。  

(固定資産税の免税点) 

第 63 条 同一の者についてその者の

所有に係る土地、家屋又は償却資産

に対して課する固定資産税の課税標

準となるべき額が土地    にあ

っては 30 万円、家屋にあっては 20

万円、償却資産にあっては 150 万円

に満たない場合においては、固定資

産税を課さない。  

第 3 節 軽自動車税  第 3 節 軽自動車税  

(軽自動車税の納税義務者等 ) (軽自動車税の納税義務者等 ) 



第 80 条 軽自動車税は、軽自動車等

に対し、その所有者に課する。  

第 80 条 軽自動車税は、三輪以上の

軽自動車に対し、当該三輪以上の軽

自動車の取得者に環境性能割によっ

て、軽自動車等に対し、当該軽自動

車等の所有者に種別割によって課す

る。  

(削る) 2 前項に規定する三輪以上の軽自動

車の取得者には、法第 443 条第 2 項

に規定する者を含まないものとす

る。  

2 軽自動車等の所有者が法第 445 条

第 1 項の規定により軽自動車税を課

することができない者である場合に

は、前項の規定にかかわらず、当該

軽自動車等の使用者に軽自動車税を

課する。ただし、公用又は公共の用

に供する軽自動車等については、こ

の限りでない。  

3 軽自動車等の所有者が法第 445 条

第 1 項の規定により種別割を課する

ことができない者である場合には、

第 1 項の規定にかかわらず、その使

用者に課する。ただし、公用又は公

共の用に供する軽自動車等について

は、これを課さない。  

(軽自動車税の課税免除 ) 

第 80 条の 2 学校教育法による私立学

校及び各種学校において専ら生徒の

教育練習の用に供する自動車に対し

ては、軽自動車税を課さない。  

(軽自動車税の課税免除 ) 

第 80 条の 2 学校教育法による私立学

校及び各種学校において専ら生徒の

教育練習の用に供する自動車に対し

ては、種別割を課さない。  

(軽自動車税のみなす課税) 

第 81 条 軽自動車等の売買契約にお

いて売主が当該自動車等の所有権を

留保している場合には、買主を軽自

動車等の所有者とみなして、軽自動

車税を課する。  

(軽自動車税のみなす課税) 

第 81 条 軽自動車等の売買契約にお

いて売主が当該軽自動車等の所有権

を留保している場合には、軽自動車

税の賦課徴収については、買主を第

80 条第 1 項に規定する三輪以上の軽

自動車の取得者（以下この節におい

て「三輪以上の軽自動車の取得者」

という。）又は軽自動車等の所有者

とみなして、軽自動車税を課する。  

2 前項の規定の適用を受ける売買契

約に係る軽自動車等について、買主

の変更があったときは、新たに買主

となる者を           

    軽自動車等の所有者とみな

して、軽自動車税を課する。  

2 前項の規定の適用を受ける売買契

約に係る軽自動車等について、買主

の変更があったときは、新たに買主

となる者を三輪以上の軽自動車の取

得者又は軽自動車等の所有者とみな

して、軽自動車税を課する。  

(削る) 3 法第 444 条第 3 項に規定する販売

業者等（以下この項において「販売

業者等」という。）が、その製造に

より取得した三輪以上の軽自動車又

はその販売のためその他運行（道路

運送車両法第２条第５項に規定する

運行をいう。次項において同じ。）

以外の目的に供するため取得した三



輪以上の軽自動車について、当該販

売業者等が、法第 444 条第 3 項に規

定する車両番号の指定を受けた場合

（当該車両番号の指定前に第１項の

規定の適用を受ける売買契約の締結

が行われた場合を除く。）には、当

該販売業者等を三輪以上の軽自動車

の取得者とみなして、環境性能割を

課する。  

(削る) 4 法の施行地外で三輪以上の軽自動

車を取得した者が、当該三輪以上の

軽自動車を法の施行地内に持ち込ん

で運行の用に供した場合には、当該

三輪以上の軽自動車を運行の用に供

する者を三輪以上の軽自動車の取得

者とみなして、環境性能割を課す

る。  

(削る) (日本赤十字社の所有する三輪以上の

軽自動車に対する環境性能割の非課

税の範囲) 

第 81 条の 2 日本赤十字社が所有する

三輪以上の軽自動車のうち、直接そ

の本来の事業の用に供するもので、

次の各号に該当するものに対して

は、環境性能割を課さない。  
 

(1) 救急用のもの  
 

(2) 巡回診療又は患者の輸送の用に

供するもの  
 

(3) 血液事業の用に供するもの  
 

(4) 救護資材の運搬の用に供するも

の 

(削る) (環境性能割の課税標準 ) 

第 81 条の 3 環境性能割の課税標準

は、三輪以上の軽自動車の取得のた

めに通常要する価額として施行規則

第 15 条の 10 に定めるところにより

算定した金額とする。  

(削る) (環境性能割の税率)  

第 81 条の 4 次の各号に掲げる三輪以

上の軽自動車に対して課する環境性

能割の税率は、当該各号に定める率

とする。  
 

(1) 法第 451 条第 1 項（同条第 4

項又は第 5 項において準用する場

合を含む。）の規定の適用を受け

るもの 100 分の 1 



 
(2) 法第 451 条第 2 項（同条第 4

項又は第 5 項において準用する場

合を含む。）の規定の適用を受け

るもの 100 分の 2 
 

(3) 法第 451 条第 3 項の規定の適

用を受けるもの 100 分の 3 

(削る) (環境性能割の徴収の方法) 

第 81 条の 5 環境性能割の徴収につい

ては、申告納付の方法によらなけれ

ばならない。  

(削る) (環境性能割の申告納付 ) 

第 81 条の 6 環境性能割の納税義務者

は、法第 454 条第 1 項各号に掲げる

三輪以上の軽自動車の区分に応じ、

当該各号に定める時又は日までに、

施行規則第 33 号の 4 様式による申

告書を市長に提出するとともに、そ

の申告に係る環境性能割額を納付し

なければならない。  
 

2 三輪以上の軽自動車の取得者（環

境性能割の納税義務者を除く。）

は、法第 454 条第 1 項各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める時又

は日までに、施行規則第 33 号の 4

様式による報告書を市長に提出しな

ければならない。  

(削る) (環境性能割に係る不申告等に関する

過料) 

第 81 条の 7 環境性能割の納税義務者

が前条の規定により申告し、又は報

告すべき事項について正当な事由が

なくて申告又は報告をしなかった場

合には、その者に対し、10 万円以下

の過料を科する。  
 

2 前項の過料の額は、情状により、

市長が定める。  
 

3 第 1 項の過料を徴収する場合にお

いて発する納入通知書に指定すべき

納期限は、その発付の日から 10 日

以内とする。  

(削る) (環境性能割の減免)  

第 81 条の 8 市長は、公益のため直接

専用する三輪以上の軽自動車又は第

90 条第 1 項各号に掲げる軽自動車等

（三輪以上のものに限る。）のうち

必要と認めるものに対しては、環境

性能割を減免する。  



 
2 前項の規定による環境性能割の減

免を受けるための手続その他必要な

事項については、規則で定める。  

(削る) (環境性能割の課税免除 ) 

第 81 条の 9 市長は、特定非営利活動

法人が当該特定非営利活動法人の設

立の日から 3 年以内に特定非営利活

動に係る事業の用に供する三輪以上

の軽自動車を無償で譲り受けた場合

における当該三輪以上の軽自動車の

取得に対しては、環境性能割を課さ

ない。  
 

2 前項の規定の適用を受けようとす

る特定非営利活動法人は、第 81 条

の 6 の規定によって提出すべき申告

書に事実を証明するに足る書類を添

付しなければならない。  

(日本赤十字社の所有する軽自動車等

に対する軽自動車税の非課税の範囲) 

第 81 条の 2 日本赤十字社が所有する

軽自動車等のうち、直接その本来の

事業の用に供するもので、次の各号

に該当するものに対しては、軽自動

車税を課さない。  

(日本赤十字社の所有する軽自動車等

に対する種別割の非課税の範囲) 

第 81 条の 10 日本赤十字社が所有す

る軽自動車等のうち、直接その本来

の事業の用に供するもので、次の各

号に該当するものに対しては、種別

割を課さない。  

(1)～(4) (略) (1)～(4) (略) 

(軽自動車税の税率)  

第 82 条 次の各号に掲げる軽自動車

等に対して課する軽自動車税の税率

は、1 台について、それぞれ当該各

号に定める額とする。  

(種別割の税率) 

第 82 条 次の各号に掲げる軽自動車

等に対して課する種別割の税率は、

1 台について、それぞれ当該各号に

定める額とする。  

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略) 

(軽自動車税の賦課期日及び納期) 

第 83 条 軽自動車税の賦課期日は、4

月 1 日とする。  

(種別割の賦課期日及び納期) 

第 83 条 種別割の賦課期日は、4 月 1

日とする。  

2 軽自動車税の納期は、5 月 1 日から

同月 31 日までとする。  

2 種別割の納期は、5 月 1 日から同月

31 日までとする。  

(軽自動車税の徴収の方法) 

第 85 条 軽自動車税は、普通徴収の

方法によって徴収する。  

(種別割の徴収の方法) 

第 85 条 種別割は、普通徴収の方法

によって徴収する。  

(軽自動車税に関する申告又は報告) 

第 87 条 軽自動車税の納税義務者で

ある軽自動車等の所有者又は使用者

(以下この節において「軽自動車等の

所有者等」という。)は、軽自動車等

の所有者等となった日から 15 日以

内に、軽自動車及び 2 輪の小型自動

(種別割に関する申告又は報告) 

第 87 条 種別割の納税義務者である

軽自動車等の所有者又は使用者 (以下

この節において「軽自動車等の所有

者等」という。)は、軽自動車等の所

有者等となった日から 15 日以内

に、軽自動車及び 2 輪の小型自動車



車の所有者又は使用者にあっては施

行規則第 33 号の 4 様式による申告

書、原動機付自転車及び小型特殊自

動車の所有者又は使用者にあっては

施行規則第 33 号の 5 様式による申

告書並びにその者の住所を証明すべ

き書類を市長に提出しなければなら

ない。  

の所有者又は使用者にあっては施行

規則第 33 号の 4 の 2 様式による申

告書、原動機付自転車及び小型特殊

自動車の所有者又は使用者にあって

は施行規則第 33 号の 5 様式による

申告書並びにその者の住所を証明す

べき書類を市長に提出しなければな

らない。  

2 前項の申告書を提出した者は、当

該申告事項について変更があった場

合においては、その事由が生じた日

から 15 日以内に、当該変更があっ

た事項について軽自動車及び 2 輪の

小型自動車の所有者又は使用者にあ

っては施行規則第 33 号の 4 様式に

よる申告書並びに原動機付自転車及

び小型特殊自動車の所有者又は使用

者にあっては施行規則第 33 号の 5

様式による申告書を市長に提出しな

ければならない。ただし、次項の規

定により申告書を提出すべき場合に

ついては、この限りでない。  

2 前項の申告書を提出した者は、当

該申告事項について変更があった場

合においては、その事由が生じた日

から 15 日以内に、当該変更があっ

た事項について軽自動車及び 2 輪の

小型自動車の所有者又は使用者にあ

っては施行規則第 33 号の 4 の 2 様

式による申告書並びに原動機付自転

車及び小型特殊自動車の所有者又は

使用者にあっては施行規則第 33 号

の 5 様式による申告書を市長に提出

しなければならない。ただし、次項

の規定により申告書を提出すべき場

合については、この限りでない。  

3 軽自動車等の所有者等でなくなっ

た者は、軽自動車等の所有者等でな

くなった日から 30 日以内に、軽自

動車及び 2 輪の小型自動車の所有者

又は使用者にあっては施行規則第 33

号の 4 様式による申告書並びに原動

機付自転車及び小型特殊自動車の所

有者又は使用者にあっては施行規則

第 34 号様式による申告書を市長に

提出しなければならない。  

3 軽自動車等の所有者等でなくなっ

た者は、軽自動車等の所有者等でな

くなった日から 30 日以内に、軽自

動車及び 2 輪の小型自動車の所有者

又は使用者にあっては施行規則第 33

号の 4 の 2 様式による申告書並びに

原動機付自転車及び小型特殊自動車

の所有者又は使用者にあっては施行

規則第 34 号様式による申告書を市

長に提出しなければならない。  

4 (略)  4 (略)  

(軽自動車税に係る不申告等に関する

過料) 

第 88 条 (略) 

(種別割に係る不申告等に関する過

料) 

第 88 条 (略) 

2・3 (略)  2・3 (略)  

(軽自動車税の減免)  

第 89 条 市長は、公益のため直接専

用する軽自動車等のうち必要と認め

るものに対しては、軽自動車税を減

免する。  

(種別割の減免) 

第 89 条 市長は、公益のため直接専

用する軽自動車等のうち必要と認め

るものに対しては、種別割を減免す

る。  

2 前項の規定によって軽自動車税の

減免を受けようとする者は、納期限

前 7 日までに、当該軽自動車等につ

いて減免を受けようとする税額及び

次に掲げる事項を記載した申請書に

2 前項の規定によって種別割の減免

を受けようとする者は、納期限前 7

日までに、当該軽自動車等について

減免を受けようとする税額及び次に

掲げる事項を記載した申請書に減免



減免を必要とする事由を証明する書

類を添付し、これを市長に提出しな

ければならない。  

を必要とする事由を証明する書類を

添付し、これを市長に提出しなけれ

ばならない。  

(1)～(8) (略) (1)～(8) (略) 

3 第 1 項の規定によって軽自動車税

の減免を受けた者は、その事由が消

滅した場合においては、直ちにその

旨を市長に申告しなければならな

い。  

3 第 1 項の規定によって種別割の減

免を受けた者は、その事由が消滅し

た場合においては、直ちにその旨を

市長に申告しなければならない。  

4 (略)  4 (略)  

(身体障害者等に対する軽自動車税の

減免) 

第 90 条 市長は、次に掲げる軽自動

車等のうち必要と認めるものに対し

ては、軽自動車税を減免する。  

(身体障害者等に対する種別割の減

免) 

第 90 条 市長は、次に掲げる軽自動

車等のうち必要と認めるものに対し

ては、種別割を減免する。  

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略) 

2 前項第 1 号の規定によって軽自動

車税の減免を受けようとする者は、

納期限前 7 日までに、市長に対し

て、身体障害者福祉法(昭和 24 年法

律第 283 号)第 15 条の規定により交

付された身体障害者手帳(戦傷病者特

別援護法(昭和 38 年法律第 168 号)

第 4 条の規定により戦傷病者手帳の

交付を受けている者で身体障害者手

帳の交付を受けていないものにあっ

ては、戦傷病者手帳とする。以下こ

の項において「身体障害者手帳」と

いう。)、厚生労働大臣が定めるとこ

ろにより交付された療育手帳 (以下こ

の項において「療育手帳」という。 )

又は精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律(昭和 25 年法律第 123

号)第 45 条の規定により交付された

精神障害者保健福祉手帳(以下この項

において「精神障害者保健福祉手

帳」という。)及び道路交通法(昭和

35 年法律第 105 号)第 92 条の規定

により交付された身体障害者若しく

は身体障害者等と生計を一にする者

若しくは身体障害者等(身体障害者等

のみで構成される世帯の者に限る。 )

を常時介護する者の運転免許証 (以下

この項において「運転免許証」とい

う。)又はこれらの者の特定免許情報

(同法第 95 条の 2 第 2 項に規定する

特定免許情報をいう。次項において

2 前項第 1 号の規定によって種別割

の減免を受けようとする者は、納期

限前 7 日までに、市長に対して、身

体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 28

3 号)第 15 条の規定により交付され

た身体障害者手帳(戦傷病者特別援護

法(昭和 38 年法律第 168 号)第 4 条

の規定により戦傷病者手帳の交付を

受けている者で身体障害者手帳の交

付を受けていないものにあっては、

戦傷病者手帳とする。以下この項に

おいて「身体障害者手帳」とい

う。)、厚生労働大臣が定めるところ

により交付された療育手帳 (以下この

項において「療育手帳」という。 )又

は精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律(昭和 25 年法律第 123 号)

第 45 条の規定により交付された精

神障害者保健福祉手帳(以下この項に

おいて「精神障害者保健福祉手帳」

という。)及び道路交通法(昭和 35 年

法律第 105 号)第 92 条の規定により

交付された身体障害者若しくは身体

障害者等と生計を一にする者若しく

は身体障害者等(身体障害者等のみで

構成される世帯の者に限る。 )を常時

介護する者の運転免許証(以下この項

において「運転免許証」という。 )又

はこれらの者の特定免許情報 (同法第

95 条の 2 第 2 項に規定する特定免許

情報をいう。次項において同じ。 )が



同じ。)が記録された免許情報記録個

人番号カード(同法第 95 条の 2 第 4

項に規定する免許情報記録個人番号

カードをいう。次項において同じ。 )

を提示するとともに、次に掲げる事

項を記載した申請書に減免を必要と

する理由を証明する書類を添付し

て、提出しなければならない。  

記録された免許情報記録個人番号カ

ード(同法第 95 条の 2 第 4 項に規定

する免許情報記録個人番号カードを

いう。次項において同じ。 )を提示す

るとともに、次に掲げる事項を記載

した申請書に減免を必要とする理由

を証明する書類を添付して、提出し

なければならない。  

(1)～(6) (略) (1)～(6) (略) 

3 (略)  3 (略)  

4 第 1 項第 2 号の規定によって軽自

動車税の減免を受けようとする者

は、納期限前 7 日までに、市長に対

して、当該軽自動車等の提示 (市長

が、当該軽自動車等の提示に代わる

と認める書類の提出がある場合に

は、当該書類の提出)をするととも

に、前条第 2 項各号に掲げる事項を

記載した申請書を提出しなければな

らない。  

4 第 1 項第 2 号の規定によって種別

割の減免を受けようとする者は、納

期限前 7 日までに、市長に対して、

当該軽自動車等の提示(市長が、当該

軽自動車等の提示に代わると認める

書類の提出がある場合には、当該書

類の提出)をするとともに、前条第 2

項各号に掲げる事項を記載した申請

書を提出しなければならない。  

5 前条第 3 項の規定は、第 1 項の規

定によって軽自動車税の減免を受け

ている者について準用する。  

5 前条第 3 項の規定は、第 1 項の規

定によって種別割の減免を受けてい

る者について準用する。  

6 (略)  6 (略)  

(原動機付自転車及び小型特殊自動車

の標識の交付等) 

第 91 条 (略) 

(原動機付自転車及び小型特殊自動車

の標識の交付等) 

第 91 条 (略) 

2 法第 445 条若しくは第 81 条の 2

又は第 80 条第 2 項ただし書の規定

によって軽自動車税を課することの

できない原動機付自転車又は小型特

殊自動車の所有者又は使用者は、そ

の主たる定置場が、市内に所在する

こととなったときは、その事由が発

生した日から 15 日以内に、市長に

対し、標識交付申請書を提出し、か

つ、当該原動機付自転車又は小型特

殊自動車の提示をして、その車体に

取り付けるべき標識の交付を受けな

ければならない。軽自動車税を課さ

れるべき原動機付自転車又は小型特

殊自動車が法第 445 条若しくは第 8

1 条の 2 又は第 80 条第 2 項ただし

書の規定によって軽自動車税を課さ

れないこととなったときにおける当

該原動機付自転車又は小型特殊自動

2 法第 445 条若しくは第 81 条の 10

又は第 80 条第 3 項ただし書の規定

によって種別割を課することのでき

ない原動機付自転車又は小型特殊自

動車の所有者又は使用者は、その主

たる定置場が、市内に所在すること

となったときは、その事由が発生し

た日から 15 日以内に、市長に対

し、標識交付申請書を提出し、か

つ、当該原動機付自転車又は小型特

殊自動車の提示をして、その車体に

取り付けるべき標識の交付を受けな

ければならない。種別割を課される

べき原動機付自転車又は小型特殊自

動車が法第 445 条若しくは第 81 条

の 10 又は第 80 条第 3 項ただし書の

規定によって種別割を課されないこ

ととなったときにおける当該原動機

付自転車又は小型特殊自動車の所有



車の所有者又は使用者についても、

また同様とする。  

者又は使用者についても、また同様

とする。  

3～6 (略)  3～6 (略)  

7 第 2 項の標識及び第 3 項の証明書

の交付を受けた者は、当該原動機付

自転車若しくは小型特殊自動車の主

たる定置場が市内に所在しないこと

となったとき、当該原動機付自転車

若しくは小型特殊自動車を所有し若

しくは使用しないこととなったと

き、又は当該原動機付自転車若しく

は小型特殊自動車に対して軽自動車

税が課されることとなったときは、

その事由が発生した日から 15 日以

内に、市長に対し、その標識及び証

明書を返納しなければならない。  

7 第 2 項の標識及び第 3 項の証明書

の交付を受けた者は、当該原動機付

自転車若しくは小型特殊自動車の主

たる定置場が市内に所在しないこと

となったとき、当該原動機付自転車

若しくは小型特殊自動車を所有し若

しくは使用しないこととなったと

き、又は当該原動機付自転車若しく

は小型特殊自動車に対して種別割が

課されることとなったときは、その

事由が発生した日から 15 日以内

に、市長に対し、その標識及び証明

書を返納しなければならない。  

8・9 (略)  8・9 (略)  

附 則  附 則  

(特定一般用医薬品等購入費を支払っ

た場合の医療費控除の特例 ) 

第 6 条 平成 30 年度以後の各年度分

の個人の市民税に限り、法附則第 4

条の 5 第 3 項の規定に該当する場合

における第 34 条の 2 の規定による

控除については、その者の選択によ

り、同条中「同条第 1 項」とあるの

は「同条第 1 項（第 2 号を除

く。）」と、「まで」とあるのは

「まで並びに法附則第 4 条の 5 第 3

項の規定により読み替えて適用され

る法第 314 条の 2 第 1 項（第 2 号に

係る部分に限る。）」として、同条

の規定を適用することができる。  

(特定一般用医薬品等購入費を支払っ

た場合の医療費控除の特例 ) 

第 6 条 平成 30 年度から令和 9 年度

までの各年度分の個人の市民税に限

り、法附則第 4 条の 5 第 3 項の規定

に該当する場合における第 34 条の 2

の規定による控除については、その

者の選択により、同条中「同条第 1

項」とあるのは「同条第 1 項（第 2

号を除く。）」と、「まで」とある

のは「まで並びに法附則第 4 条の 5

第 3 項の規定により読み替えて適用

される法第 314 条の 2 第 1 項（第 2

号に係る部分に限る。）」として、

同条の規定を適用することができ

る。  

(削る) ((個人の市民税の住宅借入金等特別

税額控除)) 

第 7 条の 3 平成 20 年度から平成 28

年度までの各年度分の個人の市民税

に限り、所得割の納税義務者が前年

分の所得税につき租税特別措置法第

41 条又は第 41 条の 2 の 2 の規定の

適用を受けた場合(同法第 41 条第 1

項に規定する居住年（次条において

「居住年」という。）が平成 11 年

から平成 18 年までの各年である場

合に限る。)においては、法附則第 5

条の 4 第 6 項に規定するところによ



り控除すべき額(第 3 項において「市

民税の住宅借入金等特別税額控除

額」という。)を、当該納税義務者の

第 34 条の 3 及び第 34 条の 6 の規定

を適用した場合の所得割の額から控

除する。  
 

2 前項の規定の適用がある場合にお

ける第 34 条の 8 及び第 34 条の 9 第

1 項の規定の適用については、第 34

条の 8 中「前 2 条」とあるのは「前

2 条並びに附則第 7 条の 3 第 1 項」

と、同項中「前 3 条」とあるのは

「前 3 条並びに附則第 7 条の 3 第 1

項」とする。  
 

3 第 1 項の規定は、市民税の所得割

の納税義務者が、当該年度の初日の

属する年の 3 月 15 日までに、施行

規則で定めるところにより、同項の

規定の適用を受けようとする旨及び

市民税の住宅借入金等特別税額控除

額の控除に関する事項を記載した市

民税住宅借入金等特別税額控除申告

書(その提出期限後において市民税の

納税通知書が送達される時までに提

出されたものを含む。)を、市長に提

出した場合(法附則第 5 条の 4 第 9

項の規定により税務署長を経由して

提出した場合を含む。)に限り、適用

する。  

(個人の市民税の住宅借入金等特別税

額控除) 

第 7 条の 3 平成 22 年度から令和 25

年度までの各年度分の個人の市民税

に限り、所得割の納税義務者が前年

分の所得税につき租税特別措置法第

41 条又は第 41 条の 2 の 2 の規定の

適用を受けた場合（同法第 41 条第 1

項に規定する居住年が平成 21 年か

ら令和 12 年までの各年である場合

に限る。）には、法附則第 5 条の 4

第 5 項(同条第 7 項の規定により読み

替えて適用される場合を含む。）に

規定するところにより控除すべき額

を、当該納税義務者の第 34 条の 3

及び第 34 条の 6 の規定を適用した

場合の所得割の額から控除する。  

(                
     

第 7 条の 3 の 2 平成 22 年度から令

和 20 年度までの各年度分の個人の

市民税に限り、所得割の納税義務者

が前年分の所得税につき租税特別措

置法第 41 条又は第 41 条の 2 の 2 の

規定の適用を受けた場合（居住年が

平成 11 年から平成 18 年まで又は平

成 21 年から令和 7 年までの各年で

ある場合に限る。）において、前条

第 1 項の規定の適用を受けないとき

は、法附則第 5 条の 4 の 2 第 5 項

(同条第 7 項の規定により読み替えて

適用される場合を含む。）に規定す

るところにより控除すべき額を、当

該納税義務者の第 34 条の 3 及び第

34 条の 6 の規定を適用した場合の所

得割の額から控除する。  



2 前項の規定の適用がある場合にお

ける第 34 条の 8 及び第 34 条の 9 第

1 項の規定の適用については、第 34

条の 8 中「前 2 条」とあるのは「前

2 条並びに附則第 7 条の 3 第 1 項」

と、第 34 条の 9 第 1 項中「前 3

条」とあるのは「前 3 条並びに附則

第 7 条の 3 第 1 項」とする。  

2 前項の規定の適用がある場合にお

ける第 34 条の 8 及び第 34 条の 9 第

1 項の規定の適用については、第 34

条の 8 中「前 2 条」とあるのは「前

2 条並びに附則第 7 条の 3 の 2 第 1

項」と、第 34 条の 9 第 1 項中「前

3 条」とあるのは「前 3 条並びに附

則第 7 条の 3 の 2 第 1 項」とする。  

(寄附金税額控除における特例控除額

の特例) 

第 7 条の 4 第 34 条の 7 の規定の適

用を受ける市民税の所得割の納税義

務者が、法第 314 条の 7 第 11 項第

2 号若しくは第 3 号に掲げる場合に

該当する場合又は第 34 条の 3 第 2

項に規定する課税総所得金額、課税

退職所得金額及び課税山林所得金額

を有しない場合であって、当該納税

義務者の前年中の所得について、附

則第 16 条の 3 第 1 項、附則第 16 条

の 4 第 1 項、附則第 17 条第 1 項、

附則第 18 条第 1 項、附則第 19 条第

1 項、附則第 19 条の 2 第 1 項、附

則第 19 条の 3 第 1 項又は附則第 20

条第 1 項の規定の適用を受けるとき

は、第 34 条の 7 第 2 項に規定する

特例控除額は、同項の規定にかかわ

らず、法附則第 5 条の 5 第 2 項（法

附則第 5 条の 6 第 3 項又は第 4 項の

規定により読み替えて適用される場

合を含む。）に定めるところにより

計算した金額とする。  

(寄附金税額控除における特例控除額

の特例) 

第 7 条の 4 第 34 条の 7 の規定の適

用を受ける市民税の所得割の納税義

務者が、法第 314 条の 7 第 11 項第

2 号若しくは第 3 号に掲げる場合に

該当する場合又は第 34 条の 3 第 2

項に規定する課税総所得金額、課税

退職所得金額及び課税山林所得金額

を有しない場合であって、当該納税

義務者の前年中の所得について、附

則第 16 条の 3 第 1 項、附則第 16 条

の 4 第 1 項、附則第 17 条第 1 項、

附則第 18 条第 1 項、附則第 19 条第

1 項、附則第 19 条の 2 第 1 項又は

附則第 20 条第 1 項の規定の適用を

受けるときは、第 34 条の 7 第 2 項

に規定する特例控除額は、同項の規

定にかかわらず、法附則第 5 条の 5

第 2 項（法附則第 5 条の 6 第 2 項の

規定により読み替えて適用される場

合を含む。）に定めるところにより

計算した金額とする。  

(肉用牛の売却による事業所得に係る

市民税の課税の特例) 

第 8 条 昭和 57 年度から令和 12 年度

までの各年度分の個人の市民税に限

り、法附則第 6 条第 4 項に規定する

場合において、第 36 条の 2 第 1 項

の規定による申告書(その提出期限後

において市民税の納税通知書が送達

される時までに提出されたもの及び

その時までに提出された第 36 条の 3

第 1 項の確定申告書を含む。次項に

おいて同じ。)に肉用牛の売却に係る

租税特別措置法第 25 条第 1 項に規

定する事業所得の明細に関する事項

の記載があるとき(これらの申告書に

その記載がないことについてやむを

(肉用牛の売却による事業所得に係る

市民税の課税の特例) 

第 8 条 昭和 57 年度から令和 9 年度

までの各年度分の個人の市民税に限

り、法附則第 6 条第 4 項に規定する

場合において、第 36 条の 2 第 1 項

の規定による申告書(その提出期限後

において市民税の納税通知書が送達

される時までに提出されたもの及び

その時までに提出された第 36 条の 3

第 1 項の確定申告書を含む。次項に

おいて同じ。)に肉用牛の売却に係る

租税特別措置法第 25 条第 1 項に規

定する事業所得の明細に関する事項

の記載があるとき(これらの申告書に

その記載がないことについてやむを



得ない理由があると市長が認めると

きを含む。次項において同じ。 )は、

当該事業所得に係る市民税の所得割

の額を免除する。  

得ない理由があると市長が認めると

きを含む。次項において同じ。 )は、

当該事業所得に係る市民税の所得割

の額を免除する。  

2 前項に規定する各年度分の個人の

市民税に限り、法附則第 6 条第 5 項

に規定する場合において、第 36 条

の 2 第 1 項の規定による申告書にそ

の肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第 25 条第 2 項第 2 号に規定する

事業所得の明細に関する事項の記載

があるときは、その者の前年の総所

得金額に係る市民税の所得割の額

は、第 33 条から第 34 条の 3 まで、

第 34 条の 6 から第 34 条の 8 まで、

附則第 7 条第 1 項、附則第 7 条の 3

第 1 項             

及び附則第 7 条の 4 の規定にかかわ

らず、法附則第 6 条第 5 項各号に掲

げる金額の合計額とすることができ

る。  

2 前項に規定する各年度分の個人の

市民税に限り、法附則第 6 条第 5 項

に規定する場合において、第 36 条

の 2 第 1 項の規定による申告書にそ

の肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第 25 条第 2 項第 2 号に規定する

事業所得の明細に関する事項の記載

があるときは、その者の前年の総所

得金額に係る市民税の所得割の額

は、第 33 条から第 34 条の 3 まで、

第 34 条の 6 から第 34 条の 8 まで、

附則第 7 条第 1 項、附則第 7 条の 3

第 1 項、附則第 7 条の 3 の 2 第 1 項

及び附則第 7 条の 4 の規定にかかわ

らず、法附則第 6 条第 5 項各号に掲

げる金額の合計額とすることができ

る。  

3 (略)  3 (略)  

第 9 条の 2 当分の間、所得割の納税

義務者が前年中に特例控除対象寄附

金を支出し、かつ、当該納税義務者

について前条第 3 項の規定による申

告特例通知書の送付があった場合

（法附則第 7 条第 13 項の規定によ

りなかったものとみなされる場合を

除く。）には、法附則第 7 条の 2 第

4 項（法附則第 7 条の 3 第 3 項又は

第 4 項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。）に規定すると

ころにより控除すべき額を、第 34

条の 7 第 1 項及び第 2 項の規定を適

用した場合の所得割の額から控除す

るものとする。  

第 9 条の 2 当分の間、所得割の納税

義務者が前年中に特例控除対象寄附

金を支出し、かつ、当該納税義務者

について前条第 3 項の規定による申

告特例通知書の送付があった場合

（法附則第 7 条第 13 項の規定によ

りなかったものとみなされる場合を

除く。）には、法附則第 7 条の 2 第

4 項              

                

          に規定すると

ころにより控除すべき額を、第 34

条の 7 第 1 項及び第 2 項の規定を適

用した場合の所得割の額から控除す

るものとする。  

(法附則第 15 条第 2 項第 1 号等の条

例で定める割合) 

第 10 条の 2 (略) 

(法附則第 15 条第 2 項第 1 号等の条

例で定める割合) 

第 10 条の 2 (略) 

2 (略)  2 (略)  

3 法附則第 15 条第 13 項に規定する

市の条例で定める割合は 5 分の 3

（都市再生特別措置法（平成 14 年

法律第 22 号）第 2 条第 5 項に規定

する特定都市再生緊急整備地域にお

ける法附則第 15 条第 13 項に規定す

3 法附則第 15 条第 14 項に規定する

市の条例で定める割合は 5 分の 3

（都市再生特別措置法（平成 14 年

法律第 22 号）第 2 条第 5 項に規定

する特定都市再生緊急整備地域にお

ける法附則第 15 条第 14 項に規定す



る市の条例で定める割合は 2 分の

1）とする。  

る市の条例で定める割合は 2 分の

1）とする。  

4 法附則第 15 条第 20 項に規定する

市の条例で定める割合は 2 分の 1 と

する。  

4 法附則第 15 条第 21 項に規定する

市の条例で定める割合は 2 分の 1 と

する。  

5 法附則第 15 条第 21 項第 1 号に規

定する市の条例で定める割合は 3 分

の 2 とする。  

5 法附則第 15 条第 22 項第 1 号に規

定する市の条例で定める割合は 3 分

の 2 とする。  

6 法附則第 15 条第 21 項第 2 号に規

定する市の条例で定める割合は 2 分

の 1 とする。  

6 法附則第 15 条第 22 項第 2 号に規

定する市の条例で定める割合は 2 分

の 1 とする。  

7 法附則第 15 条第 21 項第 3 号に規

定する市の条例で定める割合は 2 分

の 1 とする。  

7 法附則第 15 条第 22 項第 3 号に規

定する市の条例で定める割合は 2 分

の 1 とする。  

8 法附則第 15 条第 22 項第 1 号に規

定する市の条例で定める割合は 3 分

の 2 とする。  

8 法附則第 15 条第 23 項第 1 号に規

定する市の条例で定める割合は 3 分

の 2 とする。  

9 法附則第 15 条第 22 項第 2 号に規

定する市の条例で定める割合は 2 分

の 1 とする。  

9 法附則第 15 条第 23 項第 2 号に規

定する市の条例で定める割合は 2 分

の 1 とする。  

10 法附則第 15 条第 24 項第 1 号イ

に規定する設備について同号に規定

する市の条例で定める割合は 3 分の

2 とする。  

10 法附則第 15 条第 25 項第 1 号イ

に規定する設備について同号に規定

する市の条例で定める割合は 3 分の

2 とする。  

11 法附則第 15 条第 24 項第 1 号ロ

に規定する設備について同号に規定

する市の条例で定める割合は 3 分の

2 とする。  

11 法附則第 15 条第 25 項第 1 号ロ

に規定する設備について同号に規定

する市の条例で定める割合は 3 分の

2 とする。  

12 法附則第 15 条第 24 項第 1 号ハ

に規定する設備について同号に規定

する市の条例で定める割合は 3 分の

2 とする。  

12 法附則第 15 条第 25 項第 1 号ハ

に規定する設備について同号に規定

する市の条例で定める割合は 3 分の

2 とする。  

13 法附則第 15 条第 24 項第 1 号ニ

に規定する設備について同号に規定

する市の条例で定める割合は 3 分の

2 とする。  

13 法附則第 15 条第 25 項第 1 号ニ

に規定する設備について同号に規定

する市の条例で定める割合は 3 分の

2 とする。  

14 法附則第 15 条第 24 項第 2 号に

規定する設備について同号に規定す

る市の条例で定める割合は 7 分の 6

とする。  

14 法附則第 15 条第 25 項第 2 号に

規定する設備について同号に規定す

る市の条例で定める割合は 7 分の 6

とする。  

15 法附則第 15 条第 24 項第 3 号イ

に規定する設備について同号に規定

する市の条例で定める割合は 4 分の

3 とする。  

15 法附則第 15 条第 25 項第 3 号イ

に規定する設備について同号に規定

する市の条例で定める割合は 4 分の

3 とする。  

16 法附則第 15 条第 24 項第 3 号ロ

に規定する設備について同号に規定

16 法附則第 15 条第 25 項第 3 号ロ

に規定する設備について同号に規定



する市の条例で定める割合は 4 分の

3 とする。  

する市の条例で定める割合は 4 分の

3 とする。  

17 法附則第 15 条第 24 項第 4 号に

規定する設備について同号に規定す

る市の条例で定める割合は 4 分の 3

とする。  

17 法附則第 15 条第 25 項第 3 号ハ

に規定する設備について同号に規定

する市の条例で定める割合は 4 分の

3 とする。  

(削る) 18 法附則第 15 条第 25 項第 4 号イ

に規定する設備について同号に規定

する市の条例で定める割合は 2 分の

1 とする。  

(削る) 19 法附則第 15 条第 25 項第 4 号ロ

に規定する設備について同号に規定

する市の条例で定める割合は 2 分の

1 とする。  

(削る) 20 法附則第 15 条第 25 項第 4 号ハ

に規定する設備について同号に規定

する市の条例で定める割合は 2 分の

1 とする。  

18 法附則第 15 条第 27 項に規定する

市の条例で定める割合は 3 分の 2 と

する。  

21 法附則第 15 条第 28 項に規定する

市の条例で定める割合は 3 分の 2 と

する。  

19 法附則第 15 条第 31 項に規定する

市の条例で定める割合は 3 分の 2 と

する。  

22 法附則第 15 条第 32 項に規定する

市の条例で定める割合は 3 分の 2 と

する。  

20 法附則第 15 条第 35 項に規定する

市の条例で定める割合は 3 分の 2 と

する。  

23 法附則第 15 条第 36 項に規定する

市の条例で定める割合は 3 分の 2 と

する。  

21 法附則第 15 条第 36 項に規定する

市の条例で定める割合は 2 分の 1 と

する。  

24 法附則第 15 条第 37 項に規定する

市の条例で定める割合は 2 分の 1 と

する。  

22 法附則第 15 条第 39 項に規定する

市の条例で定める割合は 3 分の 1 と

する。  

25 法附則第 15 条第 40 項 に規定す

る市の条例で定める割合は 3 分の 1

とする。  

23 法附則第 15 条第 40 項に規定する

市の条例で定める割合は 4 分の 3 と

する。  

26 法附則第 15 条第 41 項に規定する

市の条例で定める割合は 4 分の 3 と

する。  

24 (略) 27 (略) 

25 法附則第 15 条の 9 の 3 第 1 項に

規定する市町村の条例で定める割合

は、3 分の 1 とする。  

28 法附則第 15 条の 9 の 3 第 1 項に

規定する市町村の条例で定める割合

は、3 分の 1 とする。  

26 法附則第 15 条の 11 第 1 項に規

定する市の条例で定める割合は、3

分の 1 とする。   

(新設) 

(新築住宅等に対する固定資産税の減

額の規定の適用を受けようとする者

がすべき申告) 

(新築住宅等に対する固定資産税の減

額の規定の適用を受けようとする者

がすべき申告) 



第 10 条の 3 (略) 第 10 条の 3 (略) 

2～6 (略)  2～6 (略)  

7 法附則第 15 条の 8 第 4 項の家屋に

ついて、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該年度の初日の属

する年の 1 月 31 日までに次に掲げ

る事項を記載した申告書に令附則第

12 条第 17 項に規定する従前の家屋

について移転補償金を受けたことを

証する書類を添付して市長に提出し

なければならない。  

7 法附則第 15 条の 8 第 4 項の家屋に

ついて、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該年度の初日の属

する年の 1 月 31 日までに次に掲げ

る事項を記載した申告書に令附則第

12 条第 16 項に規定する従前の家屋

について移転補償金を受けたことを

証する書類を添付して市長に提出し

なければならない。  

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略) 

8 法附則第 15 条の 9 第 1 項の耐震基

準適合住宅について、同項の規定の

適用を受けようとする者は、当該耐

震基準適合住宅に係る耐震改修が完

了した日から 3 月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に当該耐震

改修に要した費用を証する書類及び

当該耐震改修後の家屋が令附則第 12

条第 20 項に規定する基準を満たす

ことを証する書類を添付して市長に

提出しなければならない。  

8 法附則第 15 条の 9 第 1 項の耐震基

準適合住宅について、同項の規定の

適用を受けようとする者は、当該耐

震基準適合住宅に係る耐震改修が完

了した日から 3 月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に当該耐震

改修に要した費用を証する書類及び

当該耐震改修後の家屋が令附則第 12

条第 19 項に規定する基準を満たす

ことを証する書類を添付して市長に

提出しなければならない。  

(1)～(6) (略) (1)～(6) (略) 

9 法附則第 15 条の 9 第 4 項の高齢者

等居住改修住宅又は同条第 5 項の高

齢者等居住改修専有部分について、

これらの規定の適用を受けようとす

る者は、同条第 4 項に規定する居住

安全改修工事が完了した日から 3 月

以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第 7 条第 9 項

各号に掲げる書類を添付して市長に

提出しなければならない。  

9 法附則第 15 条の 9 第 4 項の高齢者

等居住改修住宅又は同条第 5 項の高

齢者等居住改修専有部分について、

これらの規定の適用を受けようとす

る者は、同条第 4 項に規定する居住

安全改修工事が完了した日から 3 月

以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第 7 条第 9 項

各号に掲げる書類を添付して市長に

提出しなければならない。  

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略) 

(4) 令附則第 12 条第 24 項に掲げ

る者に該当する者の住所、氏名及

び当該者が同項各号のいずれに該

当するかの別  

(4) 令附則第 12 条第 23 項に掲げ

る者に該当する者の住所、氏名及

び当該者が同項各号のいずれに該

当するかの別  

(5) (略) (5) (略) 

(6) 居住安全改修工事に要した費用

並びに令附則第 12 条第 25 項に規

定する補助金等、居宅介護住宅改

修費及び介護予防住宅改修費  

(6) 居住安全改修工事に要した費用

並びに令附則第 12 条第 24 項に規

定する補助金等、居宅介護住宅改

修費及び介護予防住宅改修費  

(7) (略) (7) (略) 



10 法附則第 15 条の 9 第 9 項の熱損

失防止改修等住宅又は同条第 10 項

の熱損失防止改修等専有部分につい

て、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第 9 項に規定する

熱損失防止改修工事等が完了した日

から 3 月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第 7

条第 10 項各号に掲げる書類を添付

して市長に提出しなければならな

い。  

10 法附則第 15 条の 9 第 9 項の熱損

失防止改修等住宅又は同条第 10 項

の熱損失防止改修等専有部分につい

て、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第 9 項に規定する

熱損失防止改修工事等が完了した日

から 3 月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第 7

条第 10 項各号に掲げる書類を添付

して市長に提出しなければならな

い。  

(1)～(4) (略) (1)～(4) (略) 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した

費用及び令附則第 12 条第 32 項に

規定する補助金等  

(5) 熱損失防止改修工事等に要した

費用及び令附則第 12 条第 31 項に

規定する補助金等  

(6) (略) (6) (略) 

11 (略) 11 (略) 

12 法附則第 15 条の 9 の 2 第 4 項に

規定する特定熱損失防止改修等住宅

又は同条第 5 項に規定する特定熱損

失防止改修等住宅専有部分につい

て、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、法附則第 15 条の 9 第

9 項に規定する熱損失防止改修工事

等が完了した日から 3 月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第 7 条第 12 項各号に掲

げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。  

12 法附則第 15 条の 9 の 2 第 4 項に

規定する特定熱損失防止改修等住宅

又は同条第 5 項に規定する特定熱損

失防止改修等住宅専有部分につい

て、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、法附則第 15 条の 9 第

9 項に規定する熱損失防止改修工事

等が完了した日から 3 月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第 7 条第 12 項各号に掲

げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。  

(1)～(4) (略) (1)～(4) (略) 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した

費用及び令附則第 12 条第 32 項に

規定する補助金等  

(5) 熱損失防止改修工事等に要した

費用及び令附則第 12 条第 31 項に

規定する補助金等  

(6) (略) (6) (略) 

13・14 (略) 13・14 (略) 

15 法附則第 15 条の 10 第 1 項の耐

震基準適合家屋について、同項の規

定の適用を受けようとする者は、当

該耐震基準適合家屋に係る耐震改修

が完了した日から 3 月以内に、次に

掲げる事項を記載した申告書に施行

規則附則第 7 条第 18 項に規定する

補助に係る補助金確定通知書の写

し、建築物の耐震改修の促進に関す

る法律（平成 7 年法律第 123 号）第

7 条又は附則第 3 条第 1 項の規定に

15 法附則第 15 条の 10 第 1 項の耐

震基準適合家屋について、同項の規

定の適用を受けようとする者は、当

該耐震基準適合家屋に係る耐震改修

が完了した日から 3 月以内に、次に

掲げる事項を記載した申告書に施行

規則附則第 7 条第 18 項に規定する

補助に係る補助金確定通知書の写

し、建築物の耐震改修の促進に関す

る法律（平成 7 年法律第 123 号）第

7 条又は附則第 3 条第 1 項の規定に



よる報告の写し及び当該耐震改修後

の家屋が令附則第 12 条第 20 項に規

定する基準を満たすことを証する書

類を添付して市長に提出しなければ

ならない。  

よる報告の写し及び当該耐震改修後

の家屋が令附則第 12 条第 19 項に規

定する基準を満たすことを証する書

類を添付して市長に提出しなければ

ならない。  

(1)～(6) (略) (1)～(6) (略) 

16 法附則第 15 条の 11 第 1 項の改

修特別特定建築物について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、

同項に規定する利便性等向上改修工

事が完了した日から 3 月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第 7 条の 2 第 1 項に規定

する補助に係る補助金確定通知書の

写し及び高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律（平成

18 年法律第 91 号）第 14 条第 1 項

に規定する建築物移動等円滑化基準

（同条第 3 項の条例で付加した事項

を含む。）又は同法第 17 条第 3 項

第 1 号に規定する同法第 2 条第 20

号に規定する建築物特定施設の構造

及び配置に関する基準に適合する旨

を証する書類を添付して市長に提出

しなければならない。  

16 法附則第 15 条の 11 第 1 項の改

修実演芸術公演施設について、同項

の規定の適用を受けようとする者

は、同項に規定する利便性等向上改

修工事が完了した日から 3 月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告

書に高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律施行規則

（平成 18 年国土交通省令第 110

号）第 10 条第 2 項に規定する通知

書の写し及び主として劇場、音楽堂

等の活性化に関する法律（平成 24

年法律第 49 号）第 2 条第 2 項に規

定する実演芸術の公演の用に供する

施設である旨を証する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。  

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略) 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律施

行令（平成 18 年政令第 379 号）

第 5 条各号に掲げる特別特定建築

物（高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律第 14

条第 3 項の条例で定める同法第 2

条第 18 号に規定する特定建築物

を含む。）のいずれに該当するか

の別  

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律施

行令（平成 18 年政令第 379 号）

第 5 条第 3 号に規定する劇場若し

くは演芸場又は同条第 4 号に規定

する集会場若しくは公会堂のいず

れに該当するかの別  

(4)～(6) (略) (4)～(6) (略) 

(削る) (軽自動車税の環境性能割の賦課徴収

の特例) 

第 15 条の 2 軽自動車税の環境性能割

の賦課徴収は、当分の間、第 1 章第

2 節の規定にかかわらず、県が、自

動車税の環境性能割の賦課徴収の例

により、行うものとする。  
 

2 山口県知事は、当分の間、前項の

規定により行う軽自動車税の環境性

能割の賦課徴収に関し、3 輪以上の



軽自動車が法第 446 条第 1 項(同条

第 2 項又は第 3 項において準用する

場合を含む。)又は法第 451 条第 1

項若しくは第 2 項(これらの規定を同

条第 4 項又は第 5 項において準用す

る場合を含む。)の適用を受ける 3 輪

以上の軽自動車に該当するかどうか

の判断をするときは、国土交通大臣

の認定等(法附則第 29 条の 9 第 3 項

に規定する国土交通大臣の認定等を

いう。次項において同じ。 )に基づき

当該判断をするものとする。  
 

3 山口県知事は、当分の間、第 1 項

の規定により賦課徴収を行う軽自動

車税の環境性能割につき、その納付

すべき額について不足額があること

を附則第 15 条の 4 の規定により読

み替えられた第 81 条の 6 第 1 項の

納期限(納期限の延長があったとき

は、その延長された納期限 )後におい

て知った場合において、当該事実が

生じた原因が、国土交通大臣の認定

等の申請をした者が偽りその他不正

の手段(当該申請をした者に当該申請

に必要な情報を直接又は間接に提供

した者の偽りその他不正の手段を含

む。)により国土交通大臣の認定等を

受けたことを事由として国土交通大

臣が当該国土交通大臣の認定等を取

り消したことによるものであるとき

は、当該申請をした者又はその一般

承継人を当該不足額に係る 3 輪以上

の軽自動車について法附則第 29 条

の 11 の規定によりその例によるこ

ととされた法第 161 条第 1 項に規定

する申告書を提出すべき当該 3 輪以

上の軽自動車の取得者とみなして、

軽自動車税の環境性能割に関する規

定を適用する。  
 

4 前項の規定の適用がある場合にお

ける納付すべき軽自動車税の環境性

能割の額は、同項の不足額に、これ

に 100 分の 35 の割合を乗じて計算

した金額を加算した金額とする。  

(削る) (軽自動車税の環境性能割の減免の特

例) 

第 15 条の 3 市長は、当分の間、第 8

1 条の 8 の規定にかかわらず、県知



事が自動車税の環境性能割を減免す

る自動車に相当するものとして市長

が定める三輪以上の軽自動車に対し

ては、軽自動車税の環境性能割を減

免する。  

(削る) (軽自動車税の環境性能割の申告納付

の特例) 

第 15 条の 4 第 81 条の 6 の規定によ

る申告納付については、当分の間、

同条中「市長」とあるのは、「県知

事」とする。  

(削る) (軽自動車税の環境性能割に係る徴収

取扱費の交付) 

第 15 条の 5 市は、県が軽自動車税の

環境性能割の賦課徴収に関する事務

を行うために要する費用を補償する

ため、法附則第 29 条の 16 第 1 項に

掲げる金額の合計額を、徴収取扱費

として県に交付する。  

(削る) (軽自動車税の環境性能割の税率の特

例) 

第 15 条の 6 営業用の三輪以上の軽自

動車に対する第 81 条の 4 の規定の

適用については、当分の間、次の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。  
 

第 1 号  100 分の 1 100 分の 0.5 

第 2 号  100 分の 2 100 分の 1 

第 3 号  100 分の 3 100 分の 2 
  
2 自家用の三輪以上の軽自動車に対

する第 81 条の 4（第 3 号に係る部

分に限る。）の規定の適用について

は、当分の間、同号中「100 分の

3」とあるのは、「100 分の 2」とす

る。  

(軽自動車税    の税率の特例) 

第 16 条 法附則第 30 条第 1 項に規定

する三輪以上の軽自動車に対する当

該軽自動車が最初の道路運送車両法

第 60 条第 1 項後段の規定による車

両番号の指定(次項及び第 3 項におい

て「初回車両番号指定」という。 )を

受けた月から起算して 14 年を経過

した月の属する年度以後の年度分の

軽自動車税    に係る第 82 条

の規定の適用については、当分の

(軽自動車税の種別割の税率の特例) 

第 16 条 法附則第 30 条第 1 項に規定

する三輪以上の軽自動車に対する当

該軽自動車が最初の法第 444 条第 3

項に規定する車両番号の指定(次項か

ら第 4 項までにおいて「初回車両番

号指定」という。)を受けた月から起

算して 14 年を経過した月の属する

年度以後の年度分の軽自動車税の種

別割に係る第 82 条の規定の適用に

ついては、当分の間、次の表の左欄



間、次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。  

に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。  

(表は省略) (表は省略) 

2 法附則第 30 条第 2 項第 1 号及び第

2 号に掲げる三輪以上の軽自動車に

対する第 82 条の規定の適用につい

ては、当該軽自動車が令和 7 年 4 月

1 日から令和 10 年 3 月 31 日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合

には、当該初回車両番号指定を受け

た日の属する年度の翌年度分の軽自

動車税    に限り、次の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。  

2 法附則第 30 条第 2 項第 1 号及び第

2 号に掲げる 3 輪以上の軽自動車に

対する第 82 条の規定の適用につい

ては、当該軽自動車が令和 4 年 4 月

1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合

には、当該初回車両番号指定を受け

た日の属する年度の翌年度分の軽自

動車税の種別割に限り、次の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。  

(表は省略) (表は省略) 

3 法附則第 30 条第 3 項の規定の適用

を受ける三輪以上の同項に規定する

ガソリン軽自動車（以下この項  

   において「ガソリン軽自動

車」という。）(営業用の乗用のもの

に限る｡)に対する第 82 条の規定の

適用については､当該ガソリン軽自動

車が令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年

3 月 31 日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には、令和 8 年度分

の軽自動車税    に限り､同条第

2 号ア（イ）中「3,900 円」とある

のは「2,000 円」と、同号ア（ウ）

ａ中「6,900 円」とあるのは「3,50

0 円」とする｡  

3 法附則第 30 条第 3 項の規定の適用

を受ける三輪以上の法第 446 条第 1

項第 3 号に規定するガソリン軽自動

車（以下この項及び次項において

「ガソリン軽自動車」という。） (営

業用の乗用のものに限る｡ )に対する

第 82 条の規定の適用については､当

該ガソリン軽自動車が令和 4 年 4 月

1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合

には、当該初回車両番号指定を受け

た日の属する年度の翌年度分の軽自

動車税の種別割に限り､同条第 2 号

ア（イ）中「3,900 円」とあるのは

「2,000 円」と、同号ア（ウ）ａ中

「6,900 円」とあるのは「3,500

円」とする｡  

(削る) 4 法附則第 30 条第 4 項の規定の適用

を受ける三輪以上のガソリン軽自動

車(前項の規定の適用を受けるものを

除き､営業用の乗用のものに限る｡ )に

対する第 82 条の規定の適用につい

ては､当該ガソリン軽自動車が令和 4

年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日

までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には、当該初回車両番号指定

を受けた日の属する年度の翌年度分

の軽自動車税の種別割に限り､同条第

2 号ア（イ）中「3,900 円」とある

のは「3,000 円」と、同号ア（ウ）



ａ中「6,900 円」とあるのは「5,20

0 円」とする｡  

(軽自動車税    の賦課徴収の特

例) 

第 16 条の 2 市長は、軽自動車税  

  の賦課徴収に関し、三輪以上の

軽自動車が前条第 2 項又は第 3 項の

規定の適用を受ける三輪以上の軽自

動車に該当するかどうかの判断をす

るときは、国土交通大臣の認定等 (法

附則第 30 条の 2 第 1 項に規定する

国土交通大臣の認定等をいう。次項

において同じ。)に基づき当該判断を

するものとする。  

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特

例) 

第 16 条の 2 市長は、軽自動車税の種

別割の賦課徴収に関し、3 輪以上の

軽自動車が前条第 2 項から第 4 項ま

での規定の適用を受ける 3 輪以上の

軽自動車に該当するかどうかの判断

をするときは、国土交通大臣の認定

等(法附則第 30 条の 2 第 1 項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。

次項において同じ。)に基づき当該判

断をするものとする。  

2 市長は、納付すべき軽自動車税 

   の額について不足額があるこ

とを第 83 条第 2 項の納期限(納期限

の延長があったときは、その延長さ

れた納期限)後において知った場合に

おいて、当該事実が生じた原因が、

国土交通大臣の認定等の申請をした

者が偽りその他不正の手段 (当該申請

をした者に当該申請に必要な情報を

直接又は間接に提供した者の偽りそ

の他不正の手段を含む。)により国土

交通大臣の認定等を受けたことを事

由として国土交通大臣が当該国土交

通大臣の認定等を取り消したことに

よるものであるときは、当該申請を

した者又はその一般承継人を賦課期

日現在における当該不足額に係る三

輪以上の軽自動車の所有者とみなし

て、軽自動車税    に関する規

定(第 87 条及び第 88 条の規定を除

く。)を適用する。  

2 市長は、納付すべき軽自動車税の

種別割の額について不足額があるこ

とを第 83 条第 2 項の納期限(納期限

の延長があったときは、その延長さ

れた納期限)後において知った場合に

おいて、当該事実が生じた原因が、

国土交通大臣の認定等の申請をした

者が偽りその他不正の手段 (当該申請

をした者に当該申請に必要な情報を

直接又は間接に提供した者の偽りそ

の他不正の手段を含む。)により国土

交通大臣の認定等を受けたことを事

由として国土交通大臣が当該国土交

通大臣の認定等を取り消したことに

よるものであるときは、当該申請を

した者又はその一般承継人を賦課期

日現在における当該不足額に係る 3

輪以上の軽自動車の所有者とみなし

て、軽自動車税の種別割に関する規

定(第 87 条及び第 88 条の規定を除

く。)を適用する。  

3 前項の規定の適用がある場合にお

ける納付すべき軽自動車税    

の額は、同項の不足額に、これに 10

0 分の 35 の割合を乗じて計算した金

額を加算した金額とする。  

3 前項の規定の適用がある場合にお

ける納付すべき軽自動車税の種別割

の額は、同項の不足額に、これに 10

0 分の 35 の割合を乗じて計算した金

額を加算した金額とする。  

(上場株式等に係る配当所得等に係る

市民税の課税の特例) 

第 16 条の 3 (略) 

(上場株式等に係る配当所得等に係る

市民税の課税の特例) 

第 16 条の 3 (略) 

2 (略)  2 (略)  

3 第 1 項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。  

3 第 1 項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。  

(1) (略) (1) (略) 



(2) 第 34 条の 6 から第 34 条の 8

まで、第 34 条の 9 第 1 項、附則

第 7 条第 1 項及び附則第 7 条の 3

第 1 項の規定の適用については、

第 34 条の 6 中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第

16 条の 3 第 1 項の規定による市民

税の所得割の額」と、第 34 条の 7

第 1 項前段、第 34 条の 8、第 34

条の 9 第 1 項、附則第 7 条第 1 項

及び附則第 7 条の 3 第 1 項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第 16 条の 3 第 1 項

の規定による市民税の所得割の

額」と、第 34 条の 7 第 1 項後段

中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第 16 条の 3 第

1 項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。  

(2) 第 34 条の 6 から第 34 条の 8

まで、第 34 条の 9 第 1 項、附則

第 7 条第 1 項、附則第 7 条の 3 第

1 項及び附則第 7 条の 3 の 2 第 1

項の規定の適用については、第 34

条の 6 中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第 16 条

の 3 第 1 項の規定による市民税の

所得割の額」と、第 34 条の 7 第

1 項前段、第 34 条の 8、第 34 条

の 9 第 1 項、附則第 7 条第 1 項、

附則第 7 条の 3 第 1 項及び附則第

7 条の 3 の 2 第 1 項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第 16 条の 3 第 1 項の規定

による市民税の所得割の額」と、

第 34 条の 7 第 1 項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第 16 条の 3 第 1 項の規

定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。  

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略) 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係

る市民税の課税の特例) 

第 16 条の 4 (略) 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係

る市民税の課税の特例) 

第 16 条の 4 (略) 

2 (略)  2 (略)  

3 第 1 項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。  

3 第 1 項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。  

(1) (略) (1) (略) 

(2) 第 34 条の 6 から第 34 条の 8

まで、第 34 条の 9 第 1 項、附則

第 7 条第 1 項及び附則第 7 条の 3

第 1 項の規定の適用については、

第 34 条の 6 中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第

16 条の 4 第 1 項の規定による市民

税の所得割の額」と、第 34 条の 7

第 1 項前段、第 34 条の 8、第 34

条の 9 第 1 項、附則第 7 条第 1 項

及び附則第 7 条の 3 第 1 項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第 16 条の 4 第 1 項

の規定による市民税の所得割の

額」と、第 34 条の 7 第 1 項後段

中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第 16 条の 4 第

(2) 第 34 条の 6 から第 34 条の 8

まで、第 34 条の 9 第 1 項、附則

第 7 条第 1 項、附則第 7 条の 3 第

1 項及び附則第 7 条の 3 の 2 第 1

項の規定の適用については、第 34

条の 6 中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第 16 条

の 4 第 1 項の規定による市民税の

所得割の額」と、第 34 条の 7 第

1 項前段、第 34 条の 8、第 34 条

の 9 第 1 項、附則第 7 条第 1 項、

附則第 7 条の 3 第 1 項及び附則第

7 条の 3 の 2 第 1 項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第 16 条の 4 第 1 項の規定

による市民税の所得割の額」と、

第 34 条の 7 第 1 項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額



1 項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。  

及び附則第 16 条の 4 第 1 項の規

定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。  

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略) 

4 (略)  4 (略)  

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の

課税の特例) 

第 17 条 (略) 

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の

課税の特例) 

第 17 条 (略) 

2 (略)  2 (略)  

3 第 1 項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。  

3 第 1 項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。  

(1) (略) (1) (略) 

(2) 第 34 条の 6 から第 34 条の 8

まで、第 34 条の 9 第 1 項、附則

第 7 条第 1 項及び附則第 7 条の 3

第 1 項の規定の適用については、

第 34 条の 6 中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第

17 条第 1 項の規定による市民税の

所得割の額」と、第 34 条の 7 第

1 項前段、第 34 条の 8、第 34 条

の 9 第 1 項、附則第 7 条第 1 項及

び附則第 7 条の 3 第 1 項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第 17 条第 1 項の規定

による市民税の所得割の額」と、

第 34 条の 7 第 1 項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第 17 条第 1 項の規定に

よる市民税の所得割の額の合計

額」とする。  

(2) 第 34 条の 6 から第 34 条の 8

まで、第 34 条の 9 第 1 項、附則

第 7 条第 1 項、附則第 7 条の 3 第

1 項及び附則第 7 条の 3 の 2 第 1

項の規定の適用については、第 34

条の 6 中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第 17 条

第 1 項の規定による市民税の所得

割の額」と、第 34 条の 7 第 1 項

前段、第 34 条の 8、第 34 条の 9

第 1 項、附則第 7 条第 1 項、附則

第 7 条の 3 第 1 項及び附則第 7 条

の 3 の 2 第 1 項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附

則第 17 条第 1 項の規定による市

民税の所得割の額」と、第 34 条

の 7 第 1 項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則

第 17 条第 1 項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とす

る。  

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略) 

(優良住宅地の造成等のために土地等

を譲渡した場合の長期譲渡所得に係

る市民税の課税の特例) 

第 17 条の 2 昭和 63 年度から令和 1

1 年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前

年中に前条第 1 項に規定する譲渡所

得の基因となる土地等(租税特別措置

法第 31 条第 1 項に規定する土地等

をいう。以下この条において同じ。 )

の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。

以下この条において同じ。 )をした場

合において、当該譲渡が優良住宅地

(優良住宅地の造成等のために土地等

を譲渡した場合の長期譲渡所得に係

る市民税の課税の特例) 

第 17 条の 2 昭和 63 年度から令和 8

年度までの各年度分の個人の市民税

に限り、所得割の納税義務者が前年

中に前条第 1 項に規定する譲渡所得

の基因となる土地等(租税特別措置法

第 31 条第 1 項に規定する土地等を

いう。以下この条において同じ。 )の

譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以

下この条において同じ。)をした場合

において、当該譲渡が優良住宅地等



等のための譲渡(法附則第 34 条の 2

第 1 項に規定する優良住宅地等のた

めの譲渡をいう。)に該当するときに

おける前条第 1 項に規定する譲渡所

得(次条の規定の適用を受ける譲渡所

得を除く。次項において同じ。 )に係

る課税長期譲渡所得金額に対して課

する市民税の所得割の額は、前条第

1 項の規定にかかわらず、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める金額に相当する額とす

る。  

のための譲渡(法附則第 34 条の 2 第

1 項に規定する優良住宅地等のため

の譲渡をいう。)に該当するときにお

ける前条第 1 項に規定する譲渡所得

(次条の規定の適用を受ける譲渡所得

を除く。次項において同じ。 )に係る

課税長期譲渡所得金額に対して課す

る市民税の所得割の額は、前条第 1

項の規定にかかわらず、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号

に定める金額に相当する額とする。  

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略) 

2 前項の規定は、昭和 63 年度から令

和 11 年度までの各年度分の個人の

市民税に限り、所得割の納税義務者

が前年中に前条第 1 項に規定する譲

渡所得の基因となる土地等の譲渡を

した場合において、当該譲渡が確定

優良住宅地等予定地のための譲渡 (法

附則第 34 条の 2 第 6 項に規定する

確定優良住宅地等予定地のための譲

渡をいう。以下この項において同

じ。)に該当するときにおける前条第

1 項に規定する譲渡所得に係る課税

長期譲渡所得金額に対して課する市

民税の所得割について準用する。こ

の場合において、当該譲渡が法附則

第 34 条の 2 第 12 項の規定に該当す

ることとなるときは、当該譲渡は確

定優良住宅地等予定地のための譲渡

ではなかったものとみなす。  

2 前項の規定は、昭和 63 年度から令

和 8 年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が

前年中に前条第 1 項に規定する譲渡

所得の基因となる土地等の譲渡をし

た場合において、当該譲渡が確定優

良住宅地等予定地のための譲渡 (法附

則第 34 条の 2 第 5 項に規定する確

定優良住宅地等予定地のための譲渡

をいう。以下この項において同じ。 )

に該当するときにおける前条第 1 項

に規定する譲渡所得に係る課税長期

譲渡所得金額に対して課する市民税

の所得割について準用する。この場

合において、当該譲渡が法附則第 34

条の 2 第 10 項の規定に該当するこ

ととなるときは、当該譲渡は確定優

良住宅地等予定地のための譲渡では

なかったものとみなす。  

3 (略)  3 (略)  

4 第 1 項（第 2 項において準用する

場合を含む。）の場合において、所

得割の納税義務者が、租税特別措置

法第 31 条の 2 第 2 項第 13 号から第

15 号までに掲げる土地等の譲渡に該

当するものをしたときにおけるその

譲渡をした土地等がその譲渡をした

時において地すべり等防止法（昭和

33 年法律第 30 号）第 3 条第 1 項の

地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊

による災害の防止に関する法律（昭

和 44 年法律第 57 号）第 3 条第 1 項

の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害

警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律（平成 12 年

(新設) 



法律第 57 号）第 9 条第 1 項の土砂

災害特別警戒区域又は特定都市河川

浸水被害対策法（平成 15 年法律第 7

7 号）第 56 条第 1 項の浸水被害防止

区域内にあるときは、当該土地等の

譲渡は、第 1 項又は第 2 項に規定す

る優良住宅地等のための譲渡又は確

定優良住宅地等予定地のための譲渡

に該当しないものとみなす。  

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の

課税の特例) 

第 18 条 (略) 

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の

課税の特例) 

第 18 条 (略) 

2～4 (略)  2～4 (略)  

5 第 1 項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。  

5 第 1 項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。  

(1) (略) (1) (略) 

(2) 第 34 条の 6 から第 34 条の 8

まで、第 34 条の 9 第 1 項、附則

第 7 条第 1 項及び附則第 7 条の 3

第 1 項の規定の適用については、

第 34 条の 6 中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第

18 条第 1 項の規定による市民税の

所得割の額」と、第 34 条の 7 第

1 項前段、第 34 条の 8、第 34 条

の 9 第 1 項、附則第 7 条第 1 項及

び附則第 7 条の 3 第 1 項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第 18 条第 1 項の規定

による市民税の所得割の額」と、

第 34 条の 7 第 1 項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第 18 条第 1 項の規定に

よる市民税の所得割の額の合計

額」とする。  

(2) 第 34 条の 6 から第 34 条の 8

まで、第 34 条の 9 第 1 項、附則

第 7 条第 1 項、附則第 7 条の 3 第

1 項及び附則第 7 条の 3 の 2 第 1

項の規定の適用については、第 34

条の 6 中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第 18 条

第 1 項の規定による市民税の所得

割の額」と、第 34 条の 7 第 1 項

前段、第 34 条の 8、第 34 条の 9

第 1 項、附則第 7 条第 1 項、附則

第 7 条の 3 第 1 項及び附則第 7 条

の 3 の 2 第 1 項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附

則第 18 条第 1 項の規定による市

民税の所得割の額」と、第 34 条

の 7 第 1 項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則

第 18 条第 1 項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とす

る。  

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略) 

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る

個人の市民税の課税の特例 ) 

第 19 条 (略) 

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る

個人の市民税の課税の特例 ) 

第 19 条 (略) 

2 前項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。  

2 前項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。  

(1) (略) (1) (略) 

(2) 第 34 条の 6 から第 34 条の 8

まで、第 34 条の 9 第 1 項、附則

(2) 第 34 条の 6 から第 34 条の 8

まで、第 34 条の 9 第 1 項、附則



第 7 条第 1 項及び附則第 7 条の 3

第 1 項の規定の適用については、

第 34 条の 6 中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第

19 条第 1 項の規定による市民税の

所得割の額」と、第 34 条の 7 第

1 項前段、第 34 条の 8、第 34 条

の 9 第 1 項、附則第 7 条第 1 項及

び附則第 7 条の 3 第 1 項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第 19 条第 1 項の規定

による市民税の所得割の額」と、

第 34 条の 7 第 1 項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第 19 条第 1 項の規定に

よる市民税の所得割の額の合計

額」とする。  

第 7 条第 1 項、附則第 7 条の 3 第

1 項及び附則第 7 条の 3 の 2 第 1

項の規定の適用については、第 34

条の 6 中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第 19 条

第 1 項の規定による市民税の所得

割の額」と、第 34 条の 7 第 1 項

前段、第 34 条の 8、第 34 条の 9

第 1 項、附則第 7 条第 1 項、附則

第 7 条の 3 第 1 項及び附則第 7 条

の 3 の 2 第 1 項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附

則第 19 条第 1 項の規定による市

民税の所得割の額」と、第 34 条

の 7 第 1 項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則

第 19 条第 1 項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とす

る。  

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略) 

(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係

る個人の市民税の課税の特例 ) 

第 19 条の 3 当分の間、所得割の納税

義務者が前年中に租税特別措置法第

38 条の２第１項に規定する事業所

得、譲渡所得又は雑所得を有する場

合には、当該事業所得、譲渡所得及

び雑所得については、第 33 条第 1

項及び第 2 項並びに第 34 条の 3 の

規定にかかわらず、他の所得と区分

し、前年中の当該事業所得の金額、

譲渡所得の金額及び雑所得の金額と

して令附則第 18 条の 6 の 4 で定め

るところにより計算した金額（以下

この項において「特定暗号資産に係

る譲渡所得等の金額」という。）に

対し、特定暗号資産に係る課税譲渡

所得等の金額（特定暗号資産に係る

譲渡所得等の金額（次項第 1 号の規

定により読み替えて適用される第 34

条の 2 の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）をいう。）

の 100 分の 3 に相当する金額に相当

する市民税の所得割を課する。  

(新設) 

2 前項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。  

 

(1) 第 34 条の 2 の規定の適用につ

いては、同条中「総所得金額」と

 



あるのは、「総所得金額、附則第

19 条の 3 第 1 項に規定する特定暗

号資産に係る譲渡所得等の金額」

とする。  

(2) 第 34 条の 6 から第 34 条の 8

まで、第 34 条の 9 第 1 項、附則

第 7 条第 1 項及び附則第 7 条の 3

第 1 項の規定の適用については、

第 34 条の 6 中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第

19 条の 3 第 1 項の規定による市民

税の所得割の額」と、第 34 条の 7

第 1 項前段、第 34 条の 8、第 34

条の 9 第 1 項、附則第 7 条第 1 項

及び附則第 7 条の 3 第 1 項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第 19 条の 3 第 1 項

の規定による市民税の所得割の

額」と、第 34 条の 7 第 1 項後段

中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第 19 条の 3 第

1 項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。  

 

(3) 第 35 条の規定の適用について

は、同条中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金

額又は附則第 19 条の 3 第 1 項に

規定する特定暗号資産に係る譲渡

所得等の金額」と、「若しくは山

林所得金額」とあるのは「、山林

所得金額若しくは附則第 19 条の 3

第 1 項に規定する特定暗号資産に

係る譲渡所得等の金額」とする。  

 

(4) 附則第 5 条の規定の適用につい

ては、同条第 1 項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並

びに附則第 19 条の 3 第 1 項に規

定する特定暗号資産に係る譲渡所

得等の金額」と、同条第 2 項中

「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第 19 条の 3 第

1 項の規定による市民税の所得割

の額」とする。  

 

(先物取引に係る雑所得等に係る個人

の市民税の課税の特例) 

第 20 条 (略) 

(先物取引に係る雑所得等に係る個人

の市民税の課税の特例) 

第 20 条 (略) 



2 前項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。  

2 前項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。  

(1) (略) (1) (略) 

(2) 第 34 条の 6 から第 34 条の 8

まで、第 34 条の 9 第 1 項、附則

第 7 条第 1 項及び附則第 7 条の 3

第 1 項の規定の適用については、

第 34 条の 6 中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第

20 条第 1 項の規定による市民税の

所得割の額」と、第 34 条の 7 第

1 項前段、第 34 条の 8、第 34 条

の 9 第 1 項、附則第 7 条第 1 項及

び附則第 7 条の 3 第 1 項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第 20 条第 1 項の規定

による市民税の所得割の額」と、

第 34 条の 7 第 1 項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第 20 条第 1 項の規定に

よる市民税の所得割の額の合計

額」とする。  

(2) 第 34 条の 6 から第 34 条の 8

まで、第 34 条の 9 第 1 項、附則

第 7 条第 1 項、附則第 7 条の 3 第

1 項及び附則第 7 条の 3 の 2 第 1

項の規定の適用については、第 34

条の 6 中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第 20 条

第 1 項の規定による市民税の所得

割の額」と、第 34 条の 7 第 1 項

前段、第 34 条の 8、第 34 条の 9

第 1 項、附則第 7 条第 1 項、附則

第 7 条の 3 第 1 項及び附則第 7 条

の 3 の 2 第 1 項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附

則第 20 条第 1 項の規定による市

民税の所得割の額」と、第 34 条

の 7 第 1 項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則

第 20 条第 1 項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とす

る。  

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略) 

(特例適用利子等及び特例適用配当等

に係る個人の市民税の課税の特例 ) 

第 20 条の 2 (略) 

(特例適用利子等及び特例適用配当等

に係る個人の市民税の課税の特例 ) 

第 20 条の 2 (略) 

2 前項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。  

2 前項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。  

(1) (略) (1) (略) 

(2) 第 34 条の 6 から第 34 条の 8

まで、第 34 条の 9 第 1 項並びに

附則第 7 条第 1 項及び第 7 条の 3

第 1 項の規定の適用については、

第 34 条の 6 中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第

20 条の 2 第 1 項の規定による市民

税の所得割の額」と、第 34 条の 7

第 1 項前段、第 34 条の 8、第 34

条の 9 第 1 項並びに附則第 7 条第

1 項及び第 7 条の 3 第 1 項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第 20 条の 2 第 1 項

の規定による市民税の所得割の

額」と、第 34 条の 7 第 1 項後段

中「所得割の額」とあるのは「所

(2) 第 34 条の 6 から第 34 条の 8

まで、第 34 条の 9 第 1 項並びに

附則第 7 条第 1 項、第 7 条の 3 第

1 項及び第 7 条の 3 の 2 第 1 項の

規定の適用については、第 34 条

の 6 中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第 20 条の 2

第 1 項の規定による市民税の所得

割の額」と、第 34 条の 7 第 1 項

前段、第 34 条の 8、第 34 条の 9

第 1 項並びに附則第 7 条第 1 項、

第 7 条の 3 第 1 項及び第 7 条の 3

の 2 第 1 項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第

20 条の 2 第 1 項の規定による市民

税の所得割の額」と、第 34 条の 7



得割の額及び附則第 20 条の 2 第

1 項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。  

第 1 項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第 20

条の 2 第 1 項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。  

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略) 

3・4 (略)  3・4 (略)  

5 第 3 項後段の規定の適用がある場

合には、次に定めるところによる。  

5 第 3 項後段の規定の適用がある場

合には、次に定めるところによる。  

(1) (略) (1) (略) 

(2) 第 34 条の 6 から第 34 条の 8

まで、第 34 条の 9 第 1 項並びに

附則第 7 条第 1 項及び第 7 条の 3

第 1 項の規定の適用については、

第 34 条の 6 中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第

20 条の 2 第 3 項後段の規定による

市民税の所得割の額」と、第 34

条の 7 第 1 項前段、第 34 条の

8、第 34 条の 9 第 1 項並びに附則

第 7 条第 1 項及び第 7 条の 3 第 1

項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第 20 条

の 2 第 3 項後段の規定による市民

税の所得割の額」と、第 34 条の 7

第 1 項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第 20

条の 2 第 3 項後段の規定による市

民税の所得割の額の合計額」とす

る。  

(2) 第 34 条の 6 から第 34 条の 8

まで、第 34 条の 9 第 1 項並びに

附則第 7 条第 1 項、第 7 条の 3 第

1 項及び第 7 条の 3 の 2 第 1 項の

規定の適用については、第 34 条

の 6 中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第 20 条の 2

第 3 項後段の規定による市民税の

所得割の額」と、第 34 条の 7 第

1 項前段、第 34 条の 8、第 34 条

の 9 第 1 項並びに附則第 7 条第 1

項、第 7 条の 3 第 1 項及び第 7 条

の 3 の 2 第 1 項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附

則第 20 条の 2 第 3 項後段の規定

による市民税の所得割の額」と、

第 34 条の 7 第 1 項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第 20 条の 2 第 3 項後段

の規定による市民税の所得割の額

の合計額」とする。  

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略) 

(条約適用利子等及び条約適用配当等

に係る個人の市民税の課税の特例 ) 

第 20 条の 3 (略) 

(条約適用利子等及び条約適用配当等

に係る個人の市民税の課税の特例 ) 

第 20 条の 3 (略) 

2 前項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。  

2 前項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。  

(1) (略) (1) (略) 

(2) 第 34 条の 6 から第 34 条の 8

まで、第 34 条の 9 第 1 項並びに

附則第 7 条第 1 項及び第 7 条の 3

第 1 項の規定の適用については、

第 34 条の 6 中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第

20 条の 3 第 1 項の規定による市民

税の所得割の額」と、第 34 条の 7

第 1 項前段、第 34 条の 8、第 34

(2) 第 34 条の 6 から第 34 条の 8

まで、第 34 条の 9 第 1 項並びに

附則第 7 条第 1 項、第 7 条の 3 第

1 項及び第 7 条の 3 の 2 第 1 項の

規定の適用については、第 34 条

の 6 中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第 20 条の 3

第 1 項の規定による市民税の所得

割の額」と、第 34 条の 7 第 1 項



条の 9 第 1 項並びに附則第 7 条第

1 項及び第 7 条の 3 第 1 項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第 20 条の 3 第 1 項

の規定による市民税の所得割の

額」と、第 34 条の 7 第 1 項後段

中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第 20 条の 3 第

1 項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。  

前段、第 34 条の 8、第 34 条の 9

第 1 項並びに附則第 7 条第 1 項、

第 7 条の 3 第 1 項及び第 7 条の 3

の 2 第 1 項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第

20 条の 3 第 1 項の規定による市民

税の所得割の額」と、第 34 条の 7

第 1 項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第 20

条の 3 第 1 項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。  

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略) 

3・4 (略)  3・4 (略)  

5 第 3 項後段の規定の適用がある場

合には、次に定めるところによる。  

5 第 3 項後段の規定の適用がある場

合には、次に定めるところによる。  

(1) (略) (1) (略) 

(2) 第 34 条の 6 から第 34 条の 8

まで、第 34 条の 9 第 1 項並びに

附則第 7 条第 1 項及び第 7 条の 3

第 1 項の規定の適用については、

第 34 条の 6 中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第

20 条の 3 第 3 項後段の規定による

市民税の所得割の額」と、第 34

条の 7 第 1 項前段、第 34 条の

8、第 34 条の 9 第 1 項並びに附則

第 7 条第 1 項及び第 7 条の 3 第 1

項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第 20 条

の 3 第 3 項後段の規定による市民

税の所得割の額」と、第 34 条の 7

第 1 項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第 20

条の 3 第 3 項後段の規定による市

民税の所得割の額の合計額」とす

る。  

(2) 第 34 条の 6 から第 34 条の 8

まで、第 34 条の 9 第 1 項並びに

附則第 7 条第 1 項、第 7 条の 3 第

1 項及び第 7 条の 3 の 2 第 1 項の

規定の適用については、第 34 条

の 6 中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第 20 条の 3

第 3 項後段の規定による市民税の

所得割の額」と、第 34 条の 7 第

1 項前段、第 34 条の 8、第 34 条

の 9 第 1 項並びに附則第 7 条第 1

項、第 7 条の 3 第 1 項及び第 7 条

の 3 の 2 第 1 項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附

則第 20 条の 3 第 3 項後段の規定

による市民税の所得割の額」と、

第 34 条の 7 第 1 項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第 20 条の 3 第 3 項後段

の規定による市民税の所得割の額

の合計額」とする。  

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略) 

6 (略)  6 (略)  

附 則(平成 26 年 7 月 5 日条例

第 20 号) 

附 則(平成 26 年 7 月 5 日条例

第 20 号) 

第 6 条 平成 27 年 3 月 31 日以前に初

めて道路運送車両法第 60 条第 1 項

後段の規定による車両番号の指定を

受けた三輪以上の軽自動車に対して

課する軽自動車税    に係る長

第 6 条 平成 27 年 3 月 31 日以前に初

めて道路運送車両法第 60 条第 1 項

後段の規定による車両番号の指定を

受けた 3 輪以上の軽自動車に対して

課する軽自動車税の種別割に係る長



門市税条例第 82 条及び附則第 16 条

の規定の適用については、次の表の

左欄に掲げる同条例の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。  

門市税条例第 82 条及び附則第 16 条

の規定の適用については、次の表の

左欄に掲げる同条例の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。  

(表は省略) (表は省略) 

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。  

附 則  

 （施行期日）  

第 1 条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。  

（１）第 36 条の２  第１項ただし書、第 36 条の３の２及び第 36 条の３の３の改

正規定並びに附則第６条の改正規定及び附則第７条の３の２  第１  項の改正規

定（「令和 20 年度」を「令和 25 年度」に改める部分及び「令和７  年」を

「令和 12 年」に改める部分に限る。）並びに次条第１項及び第２項の規定 

令和９年１月１日  

（２）第 63 条の改正規定及び附則第３条第２項の規定 令和９年４月１日  

（３）第 34 条の７第２項の改正規定並びに附則第７条の４の改正規定（「附則第

５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める部分に限

る。）、附則第９条の２の改正規定及び附則第 17 条の２の改正規定（同条第

１項及び第２項中「令和８年度」を「令和 11 年度」に改める部分を除く。）

並びに次条第４項の規定 令和 10 年１月１日  

（４）附則第７条の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を徐く。）及び附則第 1

9 条の２の次に１条を加える改正規定並びに次条第３項及び第５項の規定 金融

商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和８年法律第●

号）の施行の日の属する年の翌々年の１月１日 

（市民税に関する経過措置）  

第２条 この条例による改正後の長門市税条例（以下「新条例」という。）第 36

条の３の３第１項及び第２項の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の日以後

に支払を受けるべき公的年金等について提出する新条例第 36 条の３の３第１項

の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等につ



いて提出したこの条例による改正前の長門市税条例第 36 条の３の３第１項の規

定による申告書については、なお従前の例による。  

２ 前条第１号に掲げる規定による改正後の長門市税条例附則第７条の３第１項及

び第２項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和８年１月１日以後に所得

税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第 12 号。以下この項において「所

得税法等改正法」という。）第７条の規定による改正後の租税特別措置法（昭和

32 年法律第 26 号）第 41 条第１項に規定する居住用家屋（同条第 16 項の規定

により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第 16 項に規定する特

例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第 17 項の規定により同条第１

項に規定する既存住宅とみなされる同条第 17 項に規定する特例既存住宅及び同

条第 35 項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第 35

項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第 1

7 項の規定により同条第１項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第

17 項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増

改築等に係る部分に限る。）又は同条第６項に規定する認定住宅等（同条第 18

項の規定により同条第６項に規定する認定住宅等とみなされる同条第 18 項に規

定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居

住の用に供する場合について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に所

得税法等改正法第７条の規定による改正前の租税特別措置法第 41 条第１項に規

定する居住用家屋（同条第 20 項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋

とみなされる同条第 20 項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住

宅（同条第 35 項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条

第 35 項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当

該増改築等に係る部分に限る。）又は同条第 10 項に規定する認定住宅等（同条

第 21 項の規定により同条第 10 項に規定する認定住宅等とみなされる同条第 21

項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその

者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。  

３ 前条第４号に掲げる規定による改正後の長門市税条例附則第７条の４の規定

は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第５項において「４号施行

日」という。）の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用



し、４号施行日の属する年度分までの個人の市民税については、なお従前の例に

よる。  

４ 新条例附則第 17 条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条

第３号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第 17 条の２第１項の土地

等の譲渡について適用する。  

５ 新条例附則第 19 条の３の規定は、４号施行日の属する年度の翌年度以後の年

度分の個人の市民税について適用する。  

（固定資産税に関する経過措置）  

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分

は、令和８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの

固定資産税については、なお従前の例による。  

２ 新条例第 63 条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用

し、令和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。  

３ 令和６年４月１日から令和８年３月 31 日までの間に新たに取得された地方税

法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号。次項において「旧法」という。）附則第 1

5 条第 25 項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資

産税については、なお従前の例による。  

４ 平成 30 年４月１日から令和８年３月 31 日までの間に旧法附則第 15 条の 11

第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術

公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。  

（軽自動車税に関する経過措置）  

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の軽

自動車税について適用する。  

２ この条例の施行の日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税

の環境性能割については、なお従前の例による。  

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例によ

る。



議案第９号 

長門市固定資産評価員の選任について  

長門市固定資産評価員に下記の者を選任することについて、地方税法（昭和 25 年

法律第 226 号）第 404 条第２項の規定により、市議会の同意を求める。  

  令和８年６月 12 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也 

 

記  

１ 住所              

２ 氏名 福田 謄 

３ 生年月日           



議案第９号 

   長門市農業委員会委員の任命について  

 長門市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律（昭和 26 年法律第 88 号）第８条第１項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

  令和８年６月 12 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也 

 

記  

 

１ 住所              

２ 氏名 宇野 政人 

３ 生年月日            



議案第 10 号 

   長門市農業委員会委員の任命について  

 長門市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律（昭和 26 年法律第 88 号）第８条第１項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

  令和８年６月 12 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也 

 

記  

 

１ 住所             

２ 氏名 大内 淳次 

３ 生年月日            



議案第 11 号 

   長門市農業委員会委員の任命について  

 長門市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律（昭和 26 年法律第 88 号）第８条第１項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

  令和８年６月 12 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也 

 

記  

 

１ 住所                 

２ 氏名 大汐 光晴 

３ 生年月日           



議案第 12 号 

   長門市農業委員会委員の任命について  

 長門市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律（昭和 26 年法律第 88 号）第８条第１項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

  令和８年６月 12 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也 

 

記  

 

１ 住所               

２ 氏名 大田 寛治 

３ 生年月日           



議案第 13 号 

   長門市農業委員会委員の任命について  

 長門市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律（昭和 26 年法律第 88 号）第８条第１項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

  令和８年６月 12 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也 

 

記  

 

１ 住所             

２ 氏名 岡藤 英雄 

３ 生年月日            



議案第 14 号 

   長門市農業委員会委員の任命について  

 長門市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律（昭和 26 年法律第 88 号）第８条第１項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

  令和８年６月 12 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也 

 

記  

 

１ 住所             

２ 氏名 河野 八千代  

３ 生年月日           



議案第 15 号 

   長門市農業委員会委員の任命について  

 長門市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律（昭和 26 年法律第 88 号）第８条第１項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

  令和８年６月 12 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也 

 

記  

 

１ 住所             

２ 氏名 木村 友則 

３ 生年月日            



議案第 16 号 

   長門市農業委員会委員の任命について  

 長門市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律（昭和 26 年法律第 88 号）第８条第１項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

  令和８年６月 12 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也 

 

記  

 

１ 住所             

２ 氏名 末永 恵子 

３ 生年月日           



議案第 17 号 

   長門市農業委員会委員の任命について  

 長門市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律（昭和 26 年法律第 88 号）第８条第１項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

  令和８年６月 12 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也 

 

記  

 

１ 住所             

２ 氏名 永尾 敏明 

３ 生年月日           



議案第 18 号 

   長門市農業委員会委員の任命について  

 長門市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律（昭和 26 年法律第 88 号）第８条第１項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

  令和８年６月 12 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也 

 

記  

 

１ 住所              

２ 氏名 長澄 智史 

３ 生年月日           



議案第 19 号 

   長門市農業委員会委員の任命について  

 長門市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律（昭和 26 年法律第 88 号）第８条第１項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

  令和８年６月 12 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也 

 

記  

 

１ 住所            

２ 氏名 中野 晴人 

３ 生年月日           



議案第 20 号 

   長門市農業委員会委員の任命について  

 長門市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律（昭和 26 年法律第 88 号）第８条第１項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

  令和８年６月 12 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也 

 

記  

 

１ 住所              

２ 氏名 名和田 栄治  

３ 生年月日           



議案第 21 号 

   長門市農業委員会委員の任命について  

 長門市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律（昭和 26 年法律第 88 号）第８条第１項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

  令和８年６月 12 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也 

 

記  

 

１ 住所             

２ 氏名 西村 志おり  

３ 生年月日           



議案第 22 号 

   長門市農業委員会委員の任命について  

 長門市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律（昭和 26 年法律第 88 号）第８条第１項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

  令和８年６月 12 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也 

 

記  

 

１ 住所            

２ 氏名 西村 正 

３ 生年月日           



議案第 23 号 

   長門市農業委員会委員の任命について  

 長門市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律（昭和 26 年法律第 88 号）第８条第１項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

  令和８年６月 12 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也 

 

記  

 

１ 住所             

２ 氏名 萩原 立己 

３ 生年月日           



議案第 24 号 

   長門市農業委員会委員の任命について 

 長門市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律（昭和 26 年法律第 88 号）第８条第１項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

  令和８年６月 12 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也 

 

記  

 

１ 住所              

２ 氏名 林 一志 

３ 生年月日           



議案第 25 号 

   長門市農業委員会委員の任命について  

 長門市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律（昭和 26 年法律第 88 号）第８条第１項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

  令和８年６月 12 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也 

 

記  

 

１ 住所            

２ 氏名 林 雅子 

３ 生年月日           



議案第 26 号 

   長門市農業委員会委員の任命について  

 長門市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律（昭和 26 年法律第 88 号）第８条第１項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

  令和８年６月 12 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也 

 

記  

 

１ 住所                    

２ 氏名 前田 善生 

３ 生年月日          



議案第 27 号 

   長門市農業委員会委員の任命について  

 長門市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律（昭和 26 年法律第 88 号）第８条第１項の規定により、市議会の同意を求め

る。  

  令和８年６月 12 日提出  

                  長門市長 江 原 達 也 

 

記  

 

１ 住所                

２ 氏名 三浦 隆博 

３ 生年月日           

 



報告第１号 

令和７年度長門市一般会計予算に係る繰越明許費繰越計算書の報告について  

令和７年度長門市一般会計予算中、繰越明許費として予算繰越しした事業に係る

繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方自治法施行令（昭和 22

年政令第 16 号）第 146 条第２項の規定により報告する。  

令和８年６月 12 日提出 

                  長門市長 江 原 達 也 





報告第２号 

令和７年度長門市水道事業会計予算に係る建設改良費繰越計算書の報告に  

ついて 

令和７年度長門市水道事業会計予算に係る建設改良費について、別紙繰越計算書

のとおり繰越しをしたので、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 26 条第

３項の規定により報告する。  

令和８年６月 12 日提出 

長門市長 江 原 達 也  



 

令和７年度長門市水道事業会計予算繰越計算書 

 
地方公営企業法第 26 条第１項の規定による建設改良費の繰越額 

（単位：円） 

款 項 事 業 名 
予   算    

計 上 額 

支払義務    

発 生 額 

翌 年 度   

繰 越 額 

左の財源内訳 

不用額 

翌年度繰越

額に係る繰

越を要する

棚卸資産の

購入限度額 

説明 

国庫補助金 県補助金 企業債 
損益勘定  

留保資金 

資
本
的
支
出 

建
設
改
良
費 

上水道事業           

 

県道久津小田線配水

管布設替工事 
12,500,000 4,900,000 7,600,000 0 0 4,000,000 3,600,000 0 0 

関連工事の工期延伸に伴い、

不測の日数が発生するため。 

三隅中水源３号送水

ポンプ設置工事 
10,780,000 0 10,780,000 0 0 10,700,000 80,000 0 0 

ポンプ製作において、構成材

料の納入に遅延が生じたた

め 

市道中山１号線配水

管布設替工事 
26,080,000 0 26,080,000 5,499,000 0 7,000,000 13,581,000 0 0 

国の補正による事業採択に

より、発注時期を調整したた

め 

公用車購入 2,650,710 0 2,650,710 0 0 0 2,650,710 0 0 

公用車の故障に伴い、急遽、

公用車を購入する必要が生

じたため 

 



報告第３号 

令和７年度長門市下水道事業会計予算に係る建設改良費繰越計算書の報告  

について 

令和７年度長門市下水道事業会計予算に係る建設改良費について、別紙繰越計

算書のとおり繰越しをしたので、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条

第３項の規定により報告する。  

令和８年６月12日提出 

長門市長 江 原 達 也  



令和 7 年度長門市下水道事業会計予算繰越計算書 

 
地方公営企業法第 26 条第１項の規定による建設改良費の繰越額 

（単位：円） 

 

 

 

 

款 項 事 業 名 
予   算    

計 上 額 

支払義務    

発 生 額 

翌 年 度   

繰 越 額 

左の財源内訳 

不用額 

翌年度繰越

額に係る繰

越を要する

棚卸資産の

購入限度額 

説明 

国庫補助金 県補助金 企業債 
損益勘定  

留保資金 

資
本
的
支
出 

建
設
改
良
費 

公共下水道建設事業           

 

東深川浄化センター

自家発電設備設置工

事 

322,000,000 0 322,000,000 176,800,000 0 137,900,000 7,300,000 0 0 

人件費や材料費の高騰など

により価格の折り合いや技

術者の配置ができないこと

により入札が不調･不落とな

り、年度内の完成が困難とな

ったため 

田屋 1号幹線汚水管布

設替工事(白潟緑ヶ丘

線) 

90,000,000 31,200,000 58,800,000 300,000 0 50,100,000 8,400,000 0 0 

作業工程や通行規制を含む

地元調整に不測の日数を要

したため 

湯本汚水幹線管渠施

設改築更新工事(門前

橋) 

60,000,000 0 60,000,000 25,000,000 0 33,200,000 1,800,000 0 0 

国の補正による事業採択に

より、発注時期を調整したた

め 

農業集落排水建設事業           

 
中小野地区圧送管布

設工事 1工区 
39,700,000 0 39,700,000 17,650,000 0 19,900,000 2,150,000 0 0 

国の補正による事業採択に

より、発注時期を調整したた

め 



 

中小野地区マンホー

ルポンプ井築造工事 
17,000,000 0 17,000,000 7,550,000 0 7,900,000 1,550,000 0 0 

国の補正による事業採択に

より、発注時期を調整したた

め 

農業集落排水処理施

設電気設備工事 
10,000,000 0 10,000,000 5,000,000 0 4,600,000 400,000 0 0 

国の補正による事業採択に

より、発注時期を調整したた

め 

マンホールポンプ場

改築更新工事（中小野

地区） 

15,200,000 0 15,200,000 7,600,000 0 7,200,000 400,000 0 0 

国の補正による事業採択に

より、発注時期を調整したた

め 

農業集落排水処理施

設遠方監視装置設計

業務 

10,100,000 0 10,100,000 5,050,000 0 4,700,000 350,000 0 0 

国の補正による事業採択に

より、発注時期を調整したた

め 

農業集落排水処理施

設機械電気設備設計

業務 

16,900,000 0 16,900,000 7,650,000 0 8,700,000 550,000 0 0 

国の補正による事業採択に

より、発注時期を調整したた

め 



報告第４号  

公益財団法人長門市文化振興財団の経営状況について  

公益財団法人長門市文化振興財団における令和７年度決算及び令和８年度事業計

画について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の３第２項の規定によ

り、次のとおり提出する。  

令和８年６月 12 日提出  

長門市長 江 原 達 也  



報告第５号 

一般社団法人アグリながとの経営状況について  

一般社団法人アグリながとにおける令和７年度決算及び令和８年度事業計画に

ついて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の３第２項の規定により、

次のとおり提出する。  

令和８年６月 12 日提出 

                  長門市長 江 原 達 也 


